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【西暦と和暦の表記について】 

元号は、平成 31 年５月１日に改元することが決定しており、本計画における西暦と和暦

の表記については、西暦を基本にしつつ、現在の元号が用いられる平成 31 年４月 30 日まで

の事項は括弧書きで和暦を表記し、以降については西暦のみの表記とします。 
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１. 計画の目的と位置付け 

１.１  計画の背景・目的 

本市の人口は、戦後、周辺町村との合併を経て人口が急増し、高度経済成長期以降も一貫
して増加を続けましたが、2003 年（平成 15 年）に減少に転じました。2005 年（平成 17 年）
に河辺町・雄和町と合併し 33 万人に達しましたが、その後も減少が続くと予想されています。
年齢構成では、65 歳以上の老年人口は、平均寿命の延伸や 15～64 歳の生産年齢人口が順次
老年期に入ることから、当面は増加傾向が継続していくと予想されています。 

そうした中、現在の市街地のままで人口減少・高齢化が進行すると、市街地の低密度化※

が進み、一定の人口に支えられてきた医療・福祉・商業・子育て支援等の生活サービスの提
供や、地域のコミュニティの維持が困難になることが懸念されるほか、財政制約の高まりに
より公共建築物や道路、橋りょう等の社会基盤施設の急速な老朽化への対応が困難になるこ
とが懸念されています。 
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図１-１ 年齢３区分別人口および高齢化率の推移 

出典：国勢調査（1985～2015 年）、国立社会保障人口問題研究所（2020 年～） 

※各年の総人口は「年齢不詳人口」を含む 

 

 
図１-２ 避けるべき将来の都市のイメージ 

 
※ 市街地の低密度化 

：人口密度の低下や、人口減少にともない空き地や空き家が無作為に発生するなど、スポンジ

のようになっていくこと。 
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このような背景を受け、本市の都市計画の基本的な方針を示す「第６次秋田市総合都市計

画（平成 23 年）」において、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環
境を実現すること、さらに、財政面および経済面において持続可能な都市※１となるよう、将
来の都市の形として、多様な生活サービス施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじ
めとする地域住民が公共交通等により、これらの生活サービス施設等を容易に利用できるよ
うに、都心・中心市街地と６つの地域中心※２を核とする多核集約型のコンパクトシティ※３を
目指すこととしました。 

そうした方針のもと、コンパクトシティの実現にあたっては、国が同様の観点から平成 26
年に都市再生特別措置法で創設した立地適正化計画制度※４を活用して、本市における住宅と
医療・福祉・商業・子育て支援等の生活サービス施設の立地の適正化に関する基本方針とと
もに、それらを誘導する区域や施策等を定める『秋田市立地適正化計画』を策定することと
しました。 
 

 
図１-３ 目指すべき将来の都市のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
※１ 持続可能な都市 

：社会、経済、環境などの面において、将来世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニ

ーズを満たす都市。 

※２ 都心・中心市街地と６つの地域中心 

：都心・中心市街地は、中心市街地を含む秋田駅から山王地区の範囲を指す。６つの地域中心

は、東部（秋田駅東地区）、西部（新屋地区）、南部（秋田新都市地区）、北部（土崎地区）、

河辺（和田地区）、雄和（妙法地区）を指す。いずれも、第６次秋田市総合都市計画において、

集約型都市構造の核となる拠点地域として位置付けられている。 

※３ コンパクトシティ 

：３頁を参照。 

※４ 立地適正化計画制度 

：４頁を参照。 
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コンパクトシティ 

コンパクトシティは、人口減少等に対する適応策として、居住や生活サービス施設などの
都市機能の集積による「密度の経済※１」の発揮を通じて、市民生活の利便性の維持・向上、
サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化、行政サービスの効率化等による行政コ
スト※２の削減などの具体的な行政目的を実現するための有効な政策手段です。 

 
 

 
図１-４ 多核集約型の都市構造のイメージ 

 
 

※１ 密度の経済 

：企業の事業運営の経済モデルのこと。事業を一定のエリアに集中して展開することで固定費

が効率的になり経済性が高まるというもので、コンパクトシティ政策の根底にある考え方。 

※２ 行政コスト 

：市民が負担する可能性のある、行政運営の費用の総額。 
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立地適正化計画制度の概要 

 持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少・高齢化に対応したコンパクトシティ
の形成を図るための具体的な施策を推進するため、平成 26 年８月に「立地適正化計画」が制
度化されました。 
 計画は、第６次秋田市総合都市計画における土地利用方針を踏まえ、居住機能や都市機能
の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組みを推進しようとするものです。なお、す
べての居住機能や都市機能をコンパクトに集約していくことを目指すものではありません。  
➢立地適正化計画で定める事項 

 ①まちづくりの方針 

⇒どのようなまちづくりを目指すのか？ 

②目指すべき都市の骨格構造、課題解決のための施策・誘導方針 

⇒どこを都市の骨格とするのか？都市が抱える課題をどのように解決するのか？どこに
どのような機能を誘導するのか？ 

③居住誘導区域や都市機能誘導区域、誘導施設および誘導施策 

⇒具体的な各誘導区域をどう設定するのか？各機能を誘導するため、どのような施策を
講じるのか？  

➢居住誘導区域・都市機能誘導区域 

 ①居住誘導区域 

⇒人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生
活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。 

 ②都市機能誘導区域 

⇒医療・福祉・商業・子育て支援等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集
約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

 
図１-５ 立地適正化計画のイメージ 

 

※１ 駐車場配置適正化区域 

：歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域。 

（本計画では設定していません。） 

※２ 跡地等管理区域 

：良好な生活環境等を維持するため、跡地等の適正な管理をするために設定する区域。 

（本計画では設定していません。） 
※３ 居住調整地域 

：居住を誘導しないこととする区域において、住宅地化を抑制するために設定する地域。 

（本計画では設定していません。） 
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１.２  計画の位置付け 

１.２.１  計画の位置付けおよび目標年次 

立地適正化計画は、都市のコンパクト化に向けた都市再生特別措置法の計画制度で、一定
の人口密度に支えられた生活サービス機能の維持や、インフラ費用の抑制等による持続可能
な都市経営の実現を図るため、居住機能や医療・福祉、商業、子育てなどの都市機能の立地、
公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとされています。 

本計画は、同法で定める計画としての位置付けとともに、「新・県都『あきた』成長プラ
ン（第 13 次秋田市総合計画）」を上位計画とし、また、「第６次秋田市総合都市計画（都市
計画マスタープラン）」の一部を担う計画として、それぞれの計画に掲げる多核集約型の都
市構造によるコンパクトな市街地形成を図るための実施計画となるものです。 

本計画の目標年次は、本市の都市計画の基本的な方針を示す秋田市総合都市計画の一部と
なることから、同計画の計画期間との整合性を勘案し、おおむね 20 年後の 2040 年とします。 

 

 
図１-６ 立地適正化計画の位置付け 
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１.２.２  計画の対象区域 

立地適正化計画の対象区域は、都市全体を見渡す観点から、秋田都市計画区域※１のうち、
本市に含まれるすべての範囲を対象とします。 
 

 

図１-７ 立地適正化計画の対象区域 

 
 
 
 
 
 
 
※１ 都市計画区域 

：都市の実態や将来の計画を勘案して、一体の都市地域となるべき区域を県が指定するもの。

秋田都市計画区域は、本市の一部および潟上市の一部で構成されている。 

※２ 市街化区域 

：都市計画区域内で、既に市街地を形成している区域およびおおむね 10 年以内に優先的かつ計

画的に市街化を図るべき区域として、計画決定された区域。 
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２. 秋田市の現状と将来見通しを踏まえた課題 

２.１  人口減少・高齢化 
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図２-１ 地域別市街化区域人口の推移 

出典：国勢調査 100m メッシュ（2010 年） 

※2015 年以降の人口は、2010 年国勢調査 100m メッシュを基に、コーホート要因法により推計 

 
 
 
※１ 可住地 

：人が住むことができる土地のことをいう。本計画における可住地の人口密度とは、人口を有

する 100m メッシュ（地表面を一定のルールに従って多数の正方形に分割したもの）を対象と

し、人口集計値を 100m メッシュ面積集計値で除して算出している。 

※２ 交通結節機能 

：定時制・定路性のある複数の交通手段（鉄道やバス等）が接続し、相互に乗り継ぐことが可

能な場所・機能。 

【現状】 

人口分布は、かつては秋田駅、土崎駅、
新屋駅を中心に人口が集積し、人口が増加
する中で、その周辺部へ拡大し、さらに郊
外部に広がっていきました。 

現在の市街化区域全体の可住地※１の人
口密度は 52.0 人/ha ですが、河辺・雄和の
各地域は 40 人/ha（都市計画法施行規則に
規定された既成市街地における人口密度
の基準）を下回っています。 

【将来見通し】 

人口減少・高齢化は今後も継続し、2035
年には市街化区域全体の可住地の人口密
度は 41.5 人/ha となる見込みです。 

地域別では、河辺・雄和に加え、西部・
北部の各地域の人口密度も 40 人/ha を下
回る見込みです。さらに、中央・東部・南
部の各地域は、2035 年には、50 人/ha を
下回る見込みです。 

そうした中で、鉄道駅周辺の旧来の市街
地における人口減少により、各駅周辺の拠
点性が薄れていくことが懸念されます。 

【解決すべき課題】 

人口減少が進行する中にあっても、生活に必要なサービス施設や機能が確保されるよう、
交通結節機能※２とともに拠点性の高い鉄道駅周辺や、一定の都市機能が集積する地区周辺
において人口密度を維持していく必要があります。 
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図２-２ 2010 年人口密度の分布状況（密度区分 2区分） 

出典：国勢調査 100m メッシュ（2010 年） 

➢鉄道駅周辺での人口集積 
 ⇒土崎駅   ⇒秋田駅 
 ⇒羽後牛島駅 ⇒新屋駅 

2010 年（平成 22 年） 
➢市街化区域人口密度：51.96 人/ha 
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図２-３ 2010 年高齢化率の分布状況 

出典：国勢調査 100m メッシュ（2010 年） 

 

2010 年（平成 22 年） 
➢市街化区域高齢化率：22.9% 

➢鉄道駅周辺で高齢化率が
比較的高い 

 ⇒土崎駅   ⇒秋田駅 
 ⇒羽後牛島駅 ⇒新屋駅 
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図２-４ 2035 年人口密度の分布状況（密度区分 2区分） 

※2010 年国勢調査 100m メッシュを基に、コーホート要因法により推計 

2035 年 
➢市街化区域人口密度：41.46 人/ha 

➢40人/haを下回るエリアが
拡大 

 ⇒土崎駅  ⇒新屋駅 
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図２-５ 2035 年高齢化率の分布状況 

※2010 年国勢調査 100m メッシュを基に、コーホート要因法により推計 

 

2035 年 
➢市街化区域高齢化率：38.8% 

➢郊外部・集落部ほど、
高齢化率が高くなる 

➢市街化区域のおおむね全域で 30%以上 
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図２-６ 2055 年人口密度の分布状況（密度区分 2区分） 

※2010 年国勢調査 100m メッシュを基に、コーホート要因法により推計 

 

2055 年 
➢市街化区域人口密度：29.98 人/ha 

➢大半が 40 人/ha 未満のエリア 
 ⇒土崎駅  ⇒新屋駅 

➢40 人/ha 未満のエリアが
拡大 

 ⇒秋田駅 ⇒羽後牛島駅 
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図２-７ 2055 年高齢化率の分布状況 

※2010 年国勢調査 100m メッシュを基に、コーホート要因法により推計 

 

2055 年 
➢市街化区域高齢化率：46.0% 

➢秋田駅周辺で高齢化率が
比較的高い 
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２.２  市民生活の利便性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《参考》生活サービス率とは 

生活サービス率は、100ｍメッシュごとに各生活サービス施設利用圏の重なっている面積を集計した
もので、生活利便性の水準を評価する指標です。 

分析では、生活サービス率を相対的に評価するため、偏差値※化しています。 

 
図２-８ 生活サービス率の算出例 

 

※ 偏差値 

：ある母集団における特定のポイント・数値に対し、当該母集団の中での相対的な位置・評価

をしたもの。 

【算出例】 

生活サービス率 

＝（10,000 ㎡＋7,000 ㎡）÷10,000 ㎡ 

＝1.7（170%） 

【解決すべき課題】 

人口減少に伴い、市全域で生活サービス機能が低下しないよう、拠点となるべき都心・
中心市街地や地域中心においては、生活サービス機能を維持していく必要があります。 

また、都心・中心市街地や地域中心における拠点形成に際しては、地域特性を見極めな
がら、公共交通と連携した拠点相互の機能補完も視野に入れて施設の立地誘導を進めてい
く必要があります。 

【現状】 

医療・通所系高齢者福祉・商業・子育て
支援の各生活サービス施設は市街化区域
内に広く分布しています。 

各地域の中心部で比較的高い生活サー
ビスを提供していますが、地域間で差があ
り、中央地域とその他の地域、南部地域と
河辺・雄和地域が生活サービスの補完関係
にあります。 

【将来見通し】 

各施設利用圏内人口密度が低下し、医
療・商業・子育て支援の各施設は利用者の
減少にともなう撤退等により、施設数の減
少が懸念されます。 

また、市街化区域内鉄道駅周辺において
人口減少が進むことで、これらの施設の撤
退等が進み、各地域の中心部の拠点性が薄
れていくことが懸念されます。 
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図２-９ 生活サービス率の偏差値区分図 

本図は、100m のメッシュ（地表面を

一定のルールに従って多数の正方形に

分割したもの）ごとに、生活サービス

施設（医療・通所系高齢者福祉・商業・

子育て支援）の利用圏面積を重ねて集

計、偏差値化したもので、偏差値が高

いほど生活サービス施設の集積度が高

いということになります。 

➢比較的高いサービスを提供 

➢比較的高いサービスを提供 ➢広域的に高いサービスを提供 

➢高いサービスを提供 

➢広域的な商業機能が立地 

➢生活サービスの補完関係 
 ・中央地域⇒その他の地域 
 ・南部地域⇒河辺・雄和地域 

一部機能補完 

一部機能補完 

機能補完 

一部機能補完 

機能補完 
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図２-１０ 2010～2035 年における人口変化（増減数） 

※2010 年国勢調査 100m メッシュを基に、コーホート要因法により推計  

 

➢人口減少数が多く、拠点性の低下が懸念 
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２.３  公共交通の持続性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.4%

11.6%

18.9%

12.0%

42.2%

72.1%

6.1%

2.3%

3.2%

2.0%

0.2%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1979

2005

徒歩 二輪車 自動車 路線バス 鉄道 その他

 
図２-１１ 秋田都市圏の代表交通手段構成の変化 

出典：昭和 54 年度パーソントリップ調査、平成 17 年度秋田都市圏街路交通調査 

 

※１ 代表交通手段 

：鉄道やバス、自動車など、様々な交通手段のうち、ある目的地までの移動で利用した主な交

通手段のこと。 

※２ マイタウン・バス 

：郊外の移動手段の確保のために市が委託運行するコミュニティバス等。 

【解決すべき課題】 

鉄道駅周辺を中心として人口密度を維持しつつ、拠点間を結ぶ公共交通路線の維持や、
公共交通利用者の拡大と運行の効率化を図る必要があります。 

また、一定の公共交通サービスを維持・確保していくため、自動車利用から公共交通利
用への転換を促進する必要があります。 

【現状】 

代表交通手段※１は、自動車の割合が約
70％と高く、1979～2005 年にかけて約 30
ポイント増加しています。 

一方、鉄道駅および公共交通路線の徒歩
利用圏は、都市計画区域内をおおむねカバ
ー（90.4％）しています。 

地域中心間を運行する基幹的なバス路
線は、おおむね 50 本以上の運行本数を確
保しています。なかでも中央地域は、各地
域を結ぶバス路線が集中しており、100 本
以上の運行区間が面的に広がっています。 

郊外部では、市が委託運行するマイタウ
ン・バス※２が運行され、民間ベースの事業
では採算性を確保することが困難な状況
にあります。 

しかし、バス路線の多くが補助金充当路
線に該当し、拠点間連携・補完の持続性低
下が危惧されます。 

【将来見通し】 

高齢化の更なる進展により、車の運転が
できなくなった高齢者の外出機会が減少
していくことが懸念されます。 

また、鉄道駅および公共交通路線の徒歩
利用圏内人口密度は、おおむね 20 年間で
約 20～30％程度減少することが見込まれ、
人口密度が低い地域を中心に、運行本数の
減少や廃止など、公共交通サービスの低下
が懸念されます。 
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図２-１２ バス路線の利用圏域（平日往路・復路平均運行本数） 

※2016 年８月１日現在 
 

➢中央地域への主要なバス路線は、おおむね 50 本以上
の運行本数を有する 

➢秋田駅～市役所周辺は、100 本以上の運
行区間が面的に広がっている 
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図２-１３ バス路線の利用圏域（補助金充当の有無） 

※2015 年度 
 

➢地域中心間を結ぶ主要なバス路線が、補助金充当路線
（補助金充当路線外との重複を含む）に該当 

➢郊外部や集落部と地域中心間を結ぶバス路
線としてマイタウン・バスが運行 
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２.４  災害等に対する安全性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２-１ 想定している津波および洪水の条件 

種別 条件 

津波 最大クラスの津波（レベル 2 津波：数 100 年～1000 年に 1 回の発生頻度） 

洪水 

雄物川 想定最大規模降雨の降雨量（1000 年に 1 回程度の発生頻度） 

雄物川 

以外 

旭川・太平川 計画降雨の降雨量（100 年に 1 回程度の発生頻度） 
草生津川 計画降雨の降雨量（50 年に 1 回程度の発生頻度） 
新城川 計画降雨の降雨量（50 年に 1 回程度の発生頻度） 
岩見川 計画降雨の降雨量（80 年に 1 回程度の発生頻度） 
猿田川 計画降雨の降雨量（50 年に 1 回程度の発生頻度） 

出典：津波浸水想定算出データ（平成 28 年３月、秋田県）、雄物川洪水浸水想定算出データ（平成 28 年６月、

国土交通省）、雄物川以外洪水浸水想定算出データ（平成 17 年９月～平成 21 年７月、秋田県） 

 

 
図２-１４ 浸水深の目安 

出典：秋田市洪水ハザードマップ（秋田市） 

【解決すべき課題】 

災害発生リスクの高い地区における安全性の確保を図るため、想定される被災レベルに
応じた対策（ハード・ソフト）を講じる必要があります。 

鉄道駅周辺を中心とし、空き家・空き地の活用を図り、これら未利用不動産の増加を抑
制していく必要があります。 

【現状】 

最大クラスの津波や雄物川水系の洪水
により、市街化区域では中央・南部・北部・
雄和の各地域で、建物流出被害の可能性が
高まる浸水深 2.0m 以上の区域が広く分布
する見込みです。 

空き家は、中央・北部地域に多く、特に
鉄道駅周辺の旧来からの市街地に分布し
ています。 

一方空き地は、中央・南部・北部地域に
多く、小規模な空き地が地域全体に広く分
布しています。 

【将来見通し】 

土砂災害や津波・洪水等の災害が懸念さ
れる地区内の居住人口は減少するものの、
将来においても相当数が残ると見込まれ
ます。 

空き家や空き地は、人口減少にともな
い、鉄道駅周辺の旧来の市街地を中心に増
加するおそれがあり、市街地の荒廃化が懸
念されます。 
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図２-１５ 津波による浸水想定区域図 

出典：津波浸水想定算出データ（平成 28 年３月、秋田県） 

➢JR 奥羽本線東側の一部を含め、浸水深 2.0m 以上の区域が広
範に広がる 

➢雄物川や旧雄物川沿岸市街地の一部で、浸水深 2.0m 以上の
区域が分布 
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図２-１６ 雄物川水系による洪水の浸水想定区域図 

出典：洪水浸水想定算出データ（平成 28 年６月、国土交通省） 

 

➢雄物川沿岸市街地の一部で、浸水深 2.0m 以上の区域が分布 
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図２-１７ 旭川・太平川・草生津川・新城川・岩見川・猿田川による洪水の浸水想定区域図 

出典：洪水浸水想定算出データ（平成 17 年９月～平成 21 年７月、秋田県） 
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図２-１８ 空き家の分布状況（１ha あたり空き家件数） 

出典：秋田市資料 
 
 

➢土崎駅周辺および土崎港南地区に多く分布 

➢保戸野地区に多く分布 
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図２-１９ 空き地の分布状況 

出典：平成 20 年度都市計画基礎調査  
 

➢小規模な空き地が地域全体に広く分布 
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２.５  財政の健全性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 自主財源比率 

：歳入全体に占める自主財源の割合。数値が高いほど、財政にゆとりがあり独自の施策展開が

可能となる。ただし、数値が低いことが必ずしも財政運営の安定性を損ねているとは限らな

い。 

※２ 中心市街地活性化基本計画区域 

：「秋田市中心市街地活性化基本計画」の計画対象範囲となる、JR 秋田駅から大町に至る市街

地一帯。 

※３ 旧耐震基準 

：旧耐震基準は、震度５強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで

生活が可能な構造基準として設定されている。なお、新耐震基準は、震度６強～７程度の揺

れでも倒壊しないような構造基準として設定されている。 

※４ 民生費 

：地方自治体の歳出において、障がい者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、国民年金等

の福祉施策に要する経費。 

【解決すべき課題】 

市税等の自主財源の安定確保を図りつつ、持続可能な財政運営を図る必要があります。 

また、人口密度の維持や生活サービスの維持・向上を図り、魅力の向上による地価の低
下の抑制を図る必要があります。 

さらに、計画的に公共建築物や社会基盤施設を維持、更新・改修、規模の適正化、廃止
を進め、将来の維持・更新経費を縮減していく必要があります。 

【現状】 

歳入の自主財源比率※１は、2005～2014
年（平成 17～26 年）の 10 年間で 1.3 ポイ
ント減少しています。 

地価は、2005～2014 年の 10 年間で、中
心市街地活性化基本計画区域※２が 36.0％、
市街化区域（工業地域、工業専用地域を除
く）が 46.5％それぞれ減少しており、固定
資産税も減少しています。 

公共建築物は、351 施設のうち 38.6％が
1981 年（昭和 56 年）以前に建築された旧
耐震基準※３の建築物です。 

【将来見通し】 

人口減少による納税者の絶対数の減少、
地価の下落による固定資産税の税収減等
により、自主財源の確保が困難となるおそ
れがあります。 

また、高齢化にともなう民生費※４の増
大、公共建築物や社会基盤施設の老朽化に
ともなう更新・改修費の増大が見込まれま
す。 
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【自主財源】

563.1 億円

46.5%
【依存財源】

647.0 億円

53.5%

【市税】

431.1 億円

35.6%

【使用料及び手数料】

23.1 億円

1.9%
【諸収入】

59.5 億円

4.9%
【その他】

49.4 億円

4.1%

【国庫支出金】

141.2 億円

11.7%

【県支出金】

37.7億円

3.1%

【地方交付税】

242.1 億円

20.0%

【地方譲与税】

24.1億円

2.0%

【その他】

201.9 億円

16.7%

《2005年歳入総額》

1,210.1億円

【自主財源】

587.0億円

45.2%【依存財源】

698.7 億円

54.8%

【市税】

438.3 億円

34.3%

【使用料及び手数料】

23.4 億円
1.8%

【諸収入】

66.8億円
5.2%

【その他】

49.6 億円

3.9%

【国庫支出

金】

194.5 億円
15.2%

【県支出金】

71.6 億円

5.6%

【地方交付税】

231.6 億円

18.1%

【地方譲与税】

9.2 億円

0.7%

【その他】

191.8 億円

15.2%

《2014年歳入総額》

1,276.8億円

 
図２-２０ 一般会計歳入内訳の変化（2005-2014 年） 

出典：各年秋田市の財政 
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図２-２１ 平均地価および固定資産税の推移 

出典：各年秋田市の財政、各年地価公示および都道府県地価調査 

 
 

表２-２ 地域別公共建築物の延床面積・１人当たり延床面積 

市全域 中央地域 東部地域 西部地域 南部地域 北部地域 河辺地域 雄和地域

延床面積（ha） 103.6 25.7 13.3 12.4 12.8 25.3 9.4 4.7

2010年総人口 322,370 73,516 63,572 36,570 50,196 81,482 9,372 7,661
2010年総人口1人あたり面積（㎡/人） 3.21 3.49 2.10 3.39 2.56 3.10 10.03 6.08

2035年総人口 253,073 58,578 50,514 28,575 41,180 62,391 6,343 5,490
4.09 4.38 2.64 4.34 3.12 4.05 14.82 8.48

127.4% 125.5% 125.9% 128.0% 121.9% 130.6% 147.7% 139.5%
2035年総人口1人あたり面積（㎡/人）  

出典：秋田市資料（2016 年） 
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6.08㎡/人
4.7

 
旧耐震基準（1981年以前） 新耐震基準（1982年以降）  
学校教育系施設 社会教育系施設 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

公営住宅 保健・福祉施設 行政系施設

産業系施設 供給処理施設 市民文化系施設

子育て支援施設 普通財産 その他  
図２-２２ 地域別公共建築物の延べ床面積・１人当たり延べ床面積および耐震基準構成比 

出典：秋田市資料（2016 年） 

 
 

 
図２-２３ 公共施設等更新経費の試算結果（2011～2015 年度の投資的経費平均比較） 

出典：秋田市公共施設等総合管理計画（平成 29 年３月） 
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３. 立地の適正化に関する基本的な方針 

立地の適正化に関する基本的な方針では、本市の現状と将来見通しを踏まえた課題への対
応とともに、第６次秋田市総合都市計画に掲げる都心・中心市街地と６つの地域中心を核と
した多核集約型の都市構造によるコンパクトな市街地形成を念頭に、「まちづくりの理念」
「取組みの方向」「計画の目標」を設定します。 

➢まちづくりの理念：立地適正化計画の根底にある考え方 

➢取 組 み の 方 向：多核集約型の都市構造の実現に向けた、都市政策分野に係る取組
みの方向 

➢計 画 の 目 標：計画期間において実現を目指す将来の具体的な姿を示すもので、
取組みの方向のうち、計画期間において重点的に取組むべきもの 

 
 
３.１  まちづくりの理念 ～計画の根底にある考え方～ 

立地適正化計画における「まちづくりの理念」は、本市の都市計画に関する基本的な方針
である「第６次秋田市総合都市計画」の基本理念を継承します。 
 

【まちづくりの理念】 

暮暮ららしし・・産産業業・・自自然然のの調調和和ししたた持持続続可可能能なな都都市市  
～豊かな自然と共生した人にも地球にもやさしい都市づくりによる元気な秋田の創造～ 

 
 
３.２  取組みの方向 ～多核集約型の都市構造の実現に向けた取組み～ 

コンパクトな市街地形成は、居住や都市機能の集積による「密度の経済」の発揮を通じ、
市民生活の利便性の維持・向上、サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化、行政
サービスの効率化等による行政コストの削減等を目指すものであり、様々な政策分野との連
携が重要となります。 

そのため本計画における「取組みの方向」は、市政運営の総合的な指針であり、様々な政
策分野の最上位計画である新・県都『あきた』成長プランに位置付けられた個別政策分野の
取組みの方向に対し、「まちづくりの理念」および「現状・将来見通しを踏まえた課題」の
観点を踏まえ、次のように設定します。 
 

 
図３-１ 「取組みの方向」設定の考え方 
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【生活サービス】 

➢都心・中心市街地や６つの地域中心では、必要な都市機能を誘導し、それらと有機的に結びつ
いたコミュニティ形成の促進を目指す 

➢中心市街地は本市の顔であり、行きたい街・住みたい街・活力のある街を目標に、広域拠点と
して、賑わい創出を目指す 

➢都心・中心市街地や６つの地域中心は、子育て世代が余裕を持って生活ができるよう「時間効
率メリット※１」が得られる環境づくりを目指す 

➢６つの地域中心は、生活に密着したサービスを提供する拠点として、地域特性を踏まえつつ、
都市機能の維持・増進や拠点間連携の向上を目指す 

➢農業集落では、地域が持つ魅力やストックを活かし、都市住民との交流拡大や移住※２、二地域
居住※３策を進め、コミュニティ形成の維持・活性化を目指す 

➢身近にある自然や田園、全国トップレベルの子育て支援など、本市の魅力を最大限に活かし、
「人」の流入促進による地域活性化を目指す 

➢増加する空き家に対し、生活環境の整ったエリアにあり活用が可能なものは、良質な住宅スト
ック※４と位置付け、その活用とともに良好な住環境の形成を目指す 

➢豪雨などに対し、コンパクトな市街地形成と連携した効率的な雨水処理を目指す 
➢津波や洪水の想定において災害の危険性が高い市街地を中心に、ハード・ソフト両面から対策

を講じ、住民の安全と安心な生活の確保を目指す  
【移動】 

➢都心・中心市街地や６つの地域中心は、人が多く集まる場として、冬期でも歩いて移動しやす
い環境づくりを目指す 

➢公共交通は、地域のニーズや特性に配慮しつつ、都心・中心市街地と６つの地域中心へのアク
セス性の向上を目指す 

➢農山村の生活利便性を確保するため、地域のニーズや特性に配慮した交通モード※５（地域主体
で運行する生活交通を含む）の選択等により、最寄りの交通結節点までの移動手段の確保を目
指す 

図３-２ 取組みの方向（１/３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 時間効率メリット 

：送迎や買い物等に関する時間を効率的に使うことで得られる利点。 

※２ 移住 

：市外に住んでいた方が本市に移り住むこと。 

※３ 二地域居住 

：都市住民が農山集落などの地域にも同時に生活拠点を持つライフスタイル。 

※４ 住宅ストック 

：ストックとは在庫という意味。そのため住宅ストックとは中古の住戸全般を指す。 

※５ 交通モード 

：移動をする際の手段。 
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【地域活動】 

➢コミュニティ形成においては、自助・共助・公助※１の考え方に基づいたマネジメントを目指す 
➢住民、NPO※２などを巻き込んだソーシャル・コミュニティビジネス※３の起業支援等によって、

地域の課題を自らが解決し、地域内で小さな経済が循環する環境づくりを目指す 
➢地域が持つ固有の資源をまちづくりの核に据え、住民のアイデンティティー※４の醸成とコミュ

ニティの再形成を目指す 
➢住民主導によるエリアマネジメント※５への発展など、多くの住民をまちづくりへ巻き込むため

のきっかけをつくり、住民間の絆とともに、地域で支え合う環境を目指す  
【経済活動】 

➢都心・中心市街地と６つの地域中心では、空き家の活用に支援を行うとともに、空き店舗等の
再生に取組む民間事業者を支援し、不動産投資の活性化を目指す 

➢都心・中心市街地と６つの地域中心では、多様な生活サービスの提供のほか、観光・文化など
の資源を活かしながら、エリア価値の向上を図り、地域住民・来訪者双方をターゲットとした
賑わい形成を目指す 

➢都心・中心市街地と６つの地域中心では、生活サービス機能の維持・増進に資する事業を支援
して新規創業の拡大を目指す 

➢都心・中心市街地では、第２期秋田市中心市街地活性化基本計画の事業や取組みを基本に、さ
らなる民間投資や賑わい創出活動を促し、県都『あきた』ならではの高質な空間づくりを目指す 

➢６つの地域中心では、地域に所在する商店街やサービス施設等の特性を踏まえ、日常の生活サ
ービス機能の維持・増進に向けた都市機能の誘導を目指す 

➢本市がこれまで蓄積してきた社会基盤施設を最大限に活用しつつ、適正な土地利用方針のもと
で働く場の誘導を目指す 

➢市街化調整区域の農業を主体とする地域は、原則として無秩序な開発は抑制し、農業生産の場
として、また、田園風景をはじめとする農業地域が持つ資源・文化等を継承する場としての環
境づくりを目指す 

➢市街化調整区域の農業を主体とする地域は、農業生産基盤や集落の生活基盤を活かし、農業の
担い手の確保・育成の場、また、６次産業※６化の場としての環境づくりを目指す 

➢歴史資源である有形文化財は、適切に保全しつつ、観光資源や景観資源としての活用を目指す 

図３-３ 取組みの方向（２/３） 
 

※１ 自助・共助・公助 

：自助とは、自らの身は自分で守るということ。共助とは、自分たちの住んでいる地域は自分

たちで守るということ。公助とは、行政や消防・警察等の支援によって守られるということ。 

※２ ＮＰＯ 

：営利ではなく、公益（社会貢献）を目的とする民間の非営利組織。 

※３ ソーシャル・コミュニティビジネス 

：環境保護、高齢者・障がい者の介護・福祉から、子育て支援、まちづくり、観光等に至るま

で、地域社会が抱える多種多様な社会課題の解決に向け、住民・NPO・企業など、様々な主体

が協力しながらビジネスの手法を活用して取組むもの。 

※４ アイデンティティー 

：一体感や連帯感。 

※５ エリアマネジメント 

：特定の区域で、民間が主体となり、まちづくりや地域経営を積極的に行う取組み。 

※６ ６次産業 

：農林漁業者自らが生産だけでなく加工・流通販売を一体的に行ったり、農林漁業者と商工業

者が連携して事業を展開する、農林漁業の可能性を広げようとする取組み。 
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【環境】 

➢計画的な土地利用のもとで、自然環境（農地・森林等）を保全しつつ、居住・商業・工業等の
都市的土地利用を行う場においても、環境負荷の軽減に向けて、自然エネルギーの活用や省エ
ネルギー等の取組みとともに、過度なマイカー利用から公共交通への転換を目指す  

【行政運営】 

➢コンパクトな市街地形成を通じて、不動産の流動化や投資の誘引等による地域経済の活性化と
ともに市税等の自主財源を確保し、持続可能な行財政運営を目指す 

➢コンパクトな市街地形成を念頭におきつつ、計画的な公共建築物・社会基盤施設の管理を進め、
将来の維持・更新経費の縮減を目指す 

➢上下水道等の供給処理施設は、コンパクトな市街地形成と連動した適正規模への更新等により
経営コストの適正化・健全化を目指す 

➢コンパクトな市街地形成により、ごみ収集や除雪等の巡回系の行政サービスの効率化を目指す 
➢将来の児童生徒数を見据え、全市的な観点から、小・中学校の適正配置に取組み、良好な教育

環境の確保を目指す 

図３-４ 取組みの方向（３/３） 
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３.３  計画の目標 ～多核集約型の都市構造の実現により創出を目指す「暮らしの場」～ 

立地適正化計画の目標は、県都『あきた』としてのスケールメリット※１を最大限に活かし、
都市機能・居住の誘導を進め、暮らしの多様性や選択肢の幅の拡大を図る、都市機能・居住
の各誘導区域における「暮らしの場」を具体的に表現したものです。 

取組みの方向を踏まえ、本計画が計画期間の中で重点的に取組むべきものとして、以下の
とおり目標を設定します。 
 

 
図３-５ まちづくりの目標 

 
 
※１ スケールメリット 

：規模が大きくなることで得られる利点。 

※２ 秋田市版ネウボラ 

：「ネウボラ」とは、フィンランド語で「相談する場」という意味。 

秋田市版ネウボラは、安心して妊娠・出産・子育てができる環境をつくるための取組みで、

妊娠届出時等に母子保健コーディネーター（助産師）が妊婦と面接を行い、妊娠・出産・子

育てに関する様々なニーズに対して必要な情報提供を行うほか、総合的に相談支援を行う。 

※３ 芸術文化ゾーン 

：県・市連携文化施設等の芸術文化施設を整備し、既存の芸術文化施設や商業施設との連携を

図ることで「多世代が交流するにぎわい拠点」の形成を進めていく、中心市街地のうち広小

路・中小路からエリアなかいちを経て、中土橋、千秋公園にいたるまでを大よその範囲とし

たゾーン。 

※４ 多世代共生型 CCRC マンション 

：「CCRC」とは「Continuing Care Retirement Community」の略で、「高齢者が健康なときから

介護が必要になるときまで、継続的なケアが受けられるコミュニティ」という意味。 

 多世代共生型 CCRC マンションは、市街地の活性化や地域住民の健康増進、上質な住まいの提

供を目的に、地域に開かれた賑わい・交流機能を備えた CCRC 拠点として整備するもの。  
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４. 目指すべき将来都市構造（都市機能・居住の誘導方針） 

４.１  将来都市構造の基本的な考え方と実現に向けた施策展開 

都市構造は、都市を形成する上で骨格となる交通体系、土地利用、自然環境などの全体的
な構成を表現したものです。 

本計画の上位計画とする「第６次秋田市総合都市計画」では、将来都市構造として、面的
な土地利用を誘導する「ゾーン」、各地域の中心となる「都心・中心市街地」や「地域中心」、
骨格的な構造を形成する「道路網」で構成し、これらによって多核集約型都市構造を目指す
こととしています。特に、「都心・中心市街地」や「地域中心」については、集約型都市構
造の核となる拠点地域として、各地域の都市活動や日常生活に関する拠点性の向上を目指す
こととしています。 

本計画では、第６次秋田市総合都市計画の将来都市構造に位置付けた「都心・中心市街地」
や「地域中心」の形成と「居住」のあり方を中心に、これまでの分析で明らかになった課題
（７地域の拠点間での生活サービス機能の差や路線バスの運行頻度の差の顕在化等）を踏ま
え、新たに拠点間の機能連携といった視点を加えた将来都市構造を示します。 

また、将来都市構造の構築においては、本計画の「都市機能・居住の各誘導区域の設定や
誘導施策の展開」のほか、「用途地域※１や地区計画※２等による既存の都市計画制度等の活用」、
「公共交通網の整備や利便性の向上に向けた公共交通施策の展開」、「多様な分野での生活
サービス施設や居住誘導に資する施策」を重ね合わせて取組むこととします。 

 
図４-１ 将来都市構造の基本的な考え方 

 
※１ 用途地域 

：住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、12 種類ある。用途地

域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められる。 

※２ 地区計画 

：ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規

制を行う制度。区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の

整備および保全を図ることができる。 
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《参考》第６次秋田市総合都市計画で位置付けられた将来都市構造 

 第６次秋田市総合都市計画では、「都心・中心市街地」「地域中心」を、集約型都市構造の
核となる拠点地域として、各地域の都市活動や日常生活に関する拠点性の向上を目指すこと
としています。 

 

 
図４-２ 将来都市構造図および主要拠点ごとの基本方針 

出典：第６次秋田市総合都市計画（平成 23 年３月策定） 
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４.２  目指すべき将来都市構造 

本計画で示す都市構造は、前記「２ 秋田市の現状と将来見通しを踏まえた課題」および「4.1 
将来都市構造の基本的な考え方と実現に向けた施策展開」とともに、各地域の拠点やその周
辺等の位置特性を勘案し、本市７地域が連携した将来都市構造を目指します。 

各地域の拠点については、高次都市機能※が集積している中央地区を高次・広域拠点と位置
付け、高次都市機能や居住機能の維持・増進を図るとともに、各地域からの利用に資するよ
う連携軸を配置します。東部・西部・南部・北部の各地域は、生活拠点に位置付け、現在の
生活サービス機能や居住機能の維持・増進を図り、それぞれが自立した拠点形成を図ります。
河辺、雄和の各地域は、生活拠点に位置付けますが、現況で生活サービスを他地域に依存し
ているため、拠点形成においては現状の機能の維持を基本にしつつ、南部地域や南部地域を
経由した中央地域との連携により不足機能を補完します。 

また、各地域の拠点と居住との関係を明確にするため、居住を対象としたゾーンを設定す
ることとし、各地域の拠点や拠点連携軸の周辺は、都市機能や公共交通を確実に維持・増進
させていくため「居住促進エリア」を配置します。居住促進エリアの外側には、地域特性に
応じた居住が選択できるように「良質な住環境の維持・形成エリア」、さらに外側には、営
農や自然環境の中での居住を念頭に「田園共生エリア」を設定します。 

 

 
図４-３ 目指すべき将来都市構造 

 
※ 高次都市機能 

：行政、教育、文化、情報、商業、交通、レジャーなど住民生活や企業の経済活動に対して、

各種のサービスを提供する都市自体が持つ高いレベルの機能で、都市圏を越え、広域的に影

響力のある機能。 
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（１） 高次・広域拠点 

多様な目的を持った、多様な世代の人々の集い・賑わい・活動を促進する買い物や
娯楽、飲食、散策、文化活動機能のほか、居住機能の維持・増進を図ります。 

《計画で目指す拠点形成のイメージ》 

➢６つの生活拠点に保有しない高次都市機能を提供します。 

➢多世代が交流することのできる賑わいの場として、芸術・文化活動など、様々な
活動の場を提供します。 

➢買い物や診察など、日々の生活で必要な生活サービスを、自動車に頼らないでも、
徒歩や自転車を中心とした行動範囲の中で提供します。 

 

 
図４-４ 高次・広域拠点のイメージ 
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（２） 生活拠点 

１） 地域間連携型 

買い物や診察など、日常の暮らしの中で必要な機能や居住機能の維持・増進を図り
つつ、他の生活拠点（維持型）と連携し、不足機能を補完します。 

２） 増進型 

買い物や診察など、日常の暮らしの中で必要な機能や居住機能の維持・増進を図り
ます。 

３） 維持型 

主に現在保有する都市機能の維持を基本とするとともに、居住機能の維持・増進を
図ります。なお、不足機能は生活拠点（地域間連携型）との連携により補完します。 

《計画で目指す拠点形成のイメージ》 

➢買い物や診察など、日々の生活で必要な生活サービスを、自動車に頼らないでも、
徒歩や自転車を中心とした行動範囲の中で提供します。 

➢公共交通路線を活用することで、高次・広域拠点にアクセスすることができます。 

➢生活拠点（維持型）は、公共交通路線を活用することで、生活拠点（地域間連携
型）にアクセスすることができます。 

 

 
図４-５ 生活拠点のイメージ 
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（３） 居住促進エリア 

１） 徒歩生活利便エリア（高次・広域拠点や生活拠点の周辺） 

車だけに頼ることなく、徒歩により、高次・広域拠点および 6 つの生活拠点にある
多様なサービスを容易に受けることができる環境の形成を図ります。 

また、高次・広域拠点やその周辺の居住促進エリアは、戸建て住宅・マンション・
持ち家・賃貸など、多様な世代がライフステージ※に合わせた住まいの選択が可能な
環境の形成を図ります。 

《計画で目指す暮らしのイメージ》 

➢自動車に頼らずとも、買い物や診察など、日々の生活で必要な生活サービスを受
けることができます。 

➢自動車を運転しない・できない方にとっては、公共交通路線を活用することで、
他地域の拠点にアクセスすることができます。 

➢高齢者にとっては、自動車に頼らない生活環境の中で、日常の行動範囲の中に自
らが活躍できる場もあり、健康的で生きがい・やりがいを感じながら暮らすこと
ができます。 

➢子育て世代にとっては、居住地・職場・子育て支援サービス施設の近接した「時
間効率メリット」により、日々の子どもとの時間を大切にすることができます。 

 

 
図４-６ 徒歩生活利便エリアのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ ライフステージ 

：入学、卒業、就職、結婚、子供の誕生、子供の独立、退職など人生の節目ごとの段階。 
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２） 公共交通利便エリア 

車だけに頼ることなく、公共交通の利用により、高次・広域拠点および 6 つの生活
拠点にある多様なサービスを容易に受けることができる環境の形成を図ります。 

また、戸建て・持ち家志向に対応した、良好な居住環境の形成を図ります。 

《計画で目指す暮らしのイメージ》 

➢買い物や診察など、一定の生活サービスを比較的容易に受けることができます。 

➢戸建て・持ち家志向に対応した、良好な居住環境を備えています。 

➢公共交通の利用により「過度に車に頼らない生活」が可能で、各地域の拠点にア
クセスすることができます。 

 

 
図４-７ 公共交通利便エリアのイメージ 

 
（４） 良質な住環境の維持・形成エリア 

既存の良好な住宅ストックの保全・活用を図るとともに、市民の居住ニーズに応じ
た緑豊かなゆとりのある良質な居住環境の形成を進め、居住促進エリアとの役割分担
を図ります。 

《計画で目指す暮らしのイメージ》 

➢住み慣れた場所で住み続けられるように、空き家や空き地の活用や、住環境保全
対策を図り、これまで通りの生活を送ることができます。 

➢ゆとりのある戸建て住宅を中心とした住宅地として、自動車を中心とし、各地域
の拠点にアクセスすることができます。 

 

 
図４-８ 良質な住環境の維持・形成エリアのイメージ 
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（５） 田園共生エリア 

本市の農業生産を支える田園居住地域として、原則として無秩序な市街化を抑制し
ていきます。 

また、持続可能な集落を形成するため、農業や自然環境を活かした市内外からの移
住等の受け皿として、未利用宅地等の活用による定住人口の確保とともに、集落内の
生活環境の改善と生活利便性の向上を図ります。 

《計画で目指す暮らしのイメージ》 

➢住み慣れた場所で住み続けられるように、住環境保全対策を図り、これまで通り
の生活を送ることができます。 

 

 
図４-９ 田園共生エリアのイメージ 

 
 
４.３  将来都市構造における各拠点・エリアと立地適正化計画における各誘導区域との対応関係 

将来都市構造における各拠点・エリアと立地適正化計画における各誘導区域との対応関係
は以下のとおりです。 

なお、都市機能誘導区域外および居住誘導区域外においては、一定規模の開発や都市機能
誘導区域に位置付けた誘導施設に対し、届出が必要となります。 
 

 
図４-１０ 都市機能・居住の各誘導区域の位置的関係（概念図） 
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《参考》立地適正化計画の計画策定にともなう「届出制度」 

 各誘導区域は、各地域の拠点を中心として区域設定を行い、医療・福祉・商業・子育て支
援等の生活サービス施設や居住を誘導することで、その機能の維持・増進や公共交通の利便
性向上等を図るものです。 

また、現状で各誘導区域外となるエリアに立地している施設や住宅等を直ちに集約・移転
させるものではなく、今後、新たな施設整備や新規の建築・開発の計画を検討する際の目安
とするために設定します。 

都市機能・居住の各誘導区域は、都心・中心市街地を「本市の顔となる各種高次都市機能
の集積を図る拠点」、6 つの地域中心を「地域特性を踏まえた生活サービスの拠点」として、
都市機能誘導や居住誘導を図り、持続可能なコンパクトな市街地形成を目指すために指定す
るものです。 

各誘導区域外においては、一定規模以上の住宅や都市機能誘導区域に位置付けた誘導施設
に係る開発行為※や建築行為について、市が動向を把握するため、届出が必要となります。 
 

表４-１ 届出の概要 

届出対象 

となる区域 
届出が必要な行為 

都市機能誘導 

区域外 

開発行為 
➢誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行お

うとする場合 

建築等行為 

➢誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 
➢建築物を改築し、誘導施設を有する建築物としようとす

る場合 
➢建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物としよ

うとする場合 

居住誘導 

区域外 

開発行為 

➢３戸以上の住宅（共同住宅を含む）の建築目的の開発行
為を行おうとする場合 

➢１戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000
㎡以上の規模となる開発行為を行おうとする場合 

建築等行為 
➢３戸以上の住宅を新築しようとする場合 
➢建築物を改築し、または建築物の用途を変更して３戸以

上の住宅としようとする場合 
 

     
 
 
 
 
 
 
※ 開発行為 

：主として、建築物の建築、第１種特定工作物（コンクリートプラント等）の建設、第２種特

定工作物（ゴルフコース、１ha 以上の墓園等）の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」

をいう。 
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５. 都市機能・居住の各誘導区域の設定 

都市機能・居住の各誘導区域は、医療・福祉・商業・子育て支援・居住等の各種機能を誘
導し、多様な生活サービスを享受することができる場の実現を目指すものです。 

そのため各誘導区域は、現状の生活サービスが高いエリアを対象とし、その機能の維持・
増進や公共交通の利便性向上等を図ることを基本とします。 
 
 
５.１  都市機能・居住の各誘導区域の設定手順 

５.１.１  都市機能・居住の各誘導区域設定手順 

都市機能・居住の各誘導区域は、以下に示す手順で設定します。 
 
（１） 都市機能誘導区域 

①各地域で生活サービス機能の集積がある範囲※ 

：地域別の生活サービス率の偏差値 70 以上の範囲 

②居住と合わせ、多様な都市機能の立地を誘導可能な土地利用の範囲 

：商業系・住居系用途地域 

③高次都市機能を含む多様な機能が集積した範囲（中央地域のみ） 

：商業系用途地域を主体とした一団のまとまりの範囲 

 
（２） 居住誘導区域 

①各地域で生活サービス機能の集積がある範囲※ 

：地域別の生活サービス率の偏差値 70 以上の範囲 

②市全体からみて、生活サービス機能が集積している範囲※ 

：市全域の生活サービス率の偏差値 60 以上の範囲 

③公共交通を利用し、都市機能誘導区域へのアクセスが容易な範囲 

：交通結節点からの徒歩圏 

：拠点間を結節する重要なバス路線の徒歩圏 
（主要地方道秋田天王線（通称：新国道）および国道 13 号） 

④多様な生活サービスとあわせ、行政サービスを容易に受けることが可能な範囲 

：各地域の市民サービスセンターが立地する範囲 

 （居住誘導区域内に市民サービスセンターが含まれるように区域を設定） 

※秋田市において生活サービス機能が集積しており、「生活サービスが高い区域」は次頁において詳述 
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《参考》秋田市の「生活サービスが高い区域」 

 都市機能・居住の各誘導区域は、医療・福祉・商業・子育て支援・居住等の都市機能を誘
導し、多様な生活サービスを享受することができる場の実現を目指すものです。 

 本市にあっては、各生活サービス施設の徒歩利用圏を包含する２km メッシュ（２km 四方
の範囲）を対象とし、人口密度と生活サービス施設（医療・通所系高齢者福祉・商業・子育
て支援）立地数の関係から、50 人/ha 以上の人口密度を確保すると、多様な生活サービス施
設が立地しやすい環境にあり、少なくとも 40 人/ha を確保しなければ、多様性を確保できな
くなる可能性が高まるものと考えられます。 

 また、多様な生活サービス施設が立地しやすい環境にある 50 人/ha 以上の人口密度を有す
るメッシュの生活サービス率の平均偏差値は、おおむね 60 程度です。 

 以上のことから、本市にあっては、生活サービス率の偏差値が 60 以上の範囲を「生活サー
ビスが高い区域」とみなすことができます。 
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図５-１ 人口密度と生活サービス施設立地数や生活サービス率の偏差値との関係（左：施設数、右：生活サービス率の偏差値）  

※生活サービス施設：医療施設、通所系高齢者福祉施設、子育て支援施設、商業施設 

 

 
図５-２ ２km メッシュの可住メッシュ人口密度と生活サービス施設立地の関係整理イメージ 
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図５-３ 市全体での生活サービス率の偏差値区分図 
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図５-４ 地域ごとの生活サービス率の偏差値区分図 

 

《北部》 

《中央》 

《東部》 

《西部》 《南部》 

《雄和》 

《河辺》 



４７ 

《参考》徒歩圏 

 都市機能・居住の各誘導区域を設定する際の徒歩圏は、国が示す徒歩圏の考え方や、全国
的な傾向を参考に「300m」「800m」の 2 種類を使用しました。 

 
表５-１ 公共交通の徒歩利用圏 

種別 徒歩利用圏 

公共交通 
鉄道駅 駅中心から半径 800m 
バス停 バス停から半径 300m 

出典：都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26 年 8月、国土交通省） 

 

表５-２ 歩くことに抵抗を感じない距離 

条件 
一般的な人 

（歩行速度 80m/分） 

高齢者等 

（歩行速度 40m/分） 

90％の人が抵抗感なし（約 3.5 分） 300m 100m 
大きな荷物がある（約 2分） 150m 80m 

雨（約 2分） 150m 10m 
出典：バスサービスハンドブック(平成 18 年 11 月、土木学会) 

 

 
図５-５ 年代別歩いていける範囲 

出典：歩いて暮らせるまちづくりに関する世論調査(平成 21 年、内閣府) 
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５.１.２  各誘導区域に含めないエリア 

災害危険性が高いエリアなど、医療・福祉・商業・子育て支援・居住等の各種機能の誘
導に適さないため、各区域に含めないエリアは以下に示すとおりです。 

なお、対策を講じる地域は居住誘導区域の対象に含めます。 

①災害危険性が高いエリア（ハード・ソフトの対策等により、安全の確保が見込まれる

区域を除く） 

：土砂災害特別警戒区域※１    ：津波災害特別警戒区域※２ 

：災害危険区域※３        ：地すべり防止区域※４ 

：急傾斜地崩壊危険区域※５ 

②土地利用規制上、住宅の建築を制限している区域 

③工業系用途地域や臨港地区※６（主として、居住の誘導に適さない土地利用の範囲） 
 
 
５.１.３  区域境界を定める方法 

各誘導区域を設定すると、届出や誘導施策による支援措置等の適用が発生するため、区
域境界には明確さが求められます。 

そのため区域境界は、地形・地物や用途地域の境界を基本に設定します。 

➢道路   ➢鉄道   ➢河川   ➢行政区域界   ➢用途地域の境界  等 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 土砂災害特別警戒区域 

：土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずる

おそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構

造が規制される土地の区域。 

※２ 津波災害特別警戒区域 

：津波が発生した場合に、建築物が損壊・浸水し、住民等の生命・身体に著しい危害が生じる

おそれがある土地の区域。計画策定時点において、本市に当該区域の指定は無い。 

※３ 災害危険区域 

：津波、高潮、出水等による危険の著しい土地で、条例によって指定された区域。計画策定時

点において、本市に当該区域の指定は無い。 

※４ 地すべり防止区域 

：地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設（排水施設、擁壁等）を設置するとともに、

一定の行為を制限する必要がある土地の区域。 

※５ 急傾斜地崩壊危険区域 

：崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊によって居住者等に危害が生ずるおそれがある

ため、その崩壊が助長されることがないように一定の行為を制限する必要のある土地の区域。 

※６ 臨港地区 

：港湾区域を地先水面とする陸域において、道路、倉庫などの港湾施設及び水際線を使用する

工場、事業所等の用地について、港湾の管理運営の円滑化を図ることを目的として定められ

るもの。 
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５.１.４  本計画における区域名称について 

本計画では、都市機能・居住の各誘導区域の位置によって、目指すべき将来の具体的な
暮らしのイメージが異なることから、都市再生特別措置法の規定による各誘導区域の名称
を、市民の方々にわかりやすい表現に変更します。 

 
表５-３ 本計画における区域の名称 

都市再生特別措置法 

における名称 
本計画における名称 将来都市構造との関係 

都市機能誘導区域 
高次・広域拠点形成区域 高次・広域拠点 

生活拠点形成区域 
生活拠点 

（地域間連携型、増進型、維持型） 

居住誘導区域 

徒歩生活の利便区域 
※都市機能誘導区域から 300m

徒歩圏の範囲 

居住促進エリア 
（徒歩生活利便エリア） 

公共交通の利便区域 
居住促進エリア 

（公共交通利便エリア） 
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５.２  都市機能・居住の各誘導区域の設定 

都市機能・居住の各誘導区域の設定手順に基づき、各誘導区域を以下のとおり設定します。 

 
図５-６ 都市機能・居住の各誘導区域 
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図５-７ 都市機能・居住の各誘導区域拡大図（中央地域） 
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図５-８ 都市機能・居住の各誘導区域拡大図（東部地域） 
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図５-９ 都市機能・居住の各誘導区域拡大図（西部地域） 
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図５-１０ 都市機能・居住の各誘導区域拡大図（南部地域） 
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図５-１１ 都市機能・居住の各誘導区域拡大図（北部地域） 
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図５-１２ 都市機能・居住の各誘導区域拡大図（河辺・雄和地域） 



５７ 

６. 都市機能増進施設（誘導施設）の設定 

 誘導施設は、人口減少・高齢化が今後とも継続する中にあって、医療・福祉・商業・子育
て支援の各施設など、都市の居住者の共同の福祉や利便のために必要なもので、長期的な方
針の中で保有すべき機能として、都市機能誘導区域への誘導を促進する施設です。 

 本計画で位置付ける「高次・広域拠点」、「生活拠点（地域間連携型・増進型・維持型）」
それぞれの性質に合わせ、各拠点ごとに確実に立地されるべき施設として、誘導施設を設定
します。 
 
６.１  誘導施設の候補となる施設の整理 

 秋田市立地適正化計画への位置付けが考えられる候補施設は以下のとおりです。 
 

表６-１ 誘導施設の候補施設一覧（1/2） 

誘導施設候補 定義 

行政機能 

市役所、県庁 ➢地方自治法第４条第１項に規定する施設 
市民サービスセンター 
（駅東サービスセンターを含む） 

➢地方自治法第 155 条第１項に規定する施設 
➢秋田市民交流プラザ条例第２条に規定する駅東サービスセンター 

地域センター、 
コミュニティセンター 

➢秋田市地域センター規則に基づく施設 
➢秋田市コミュニティセンター条例に基づく施設 

介護・福祉 

機能 

介護等相談施設 
（地域包括支援センター、在宅介護支援センター） 

➢介護保険法第 115 条の 46 第１項に規定する施設 
➢老人福祉法第５条の３に規定する老人介護支援センター 

通所介護施設（通所系高齢者福祉施設） ➢老人福祉法第５条の２第３項に規定する事業を行う施設 
訪問介護施設 ➢介護保険法第８条第２項に規定する事業を行う施設 

入所介護施設 
（介護老人保健施設、グループホーム、老人短期入

所施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別
養護老人ホーム、有料老人ホーム） 

➢介護保険法第８条第 28 項に規定する事業を行う施設 
➢介護保険法第８条第 20 項に規定する事業を行う施設 
➢老人福祉法第５条の３に規定する老人短期入所施設、軽費老人ホー

ム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 
➢老人福祉法第 29 条第１項に規定する施設 

子育て 

機能 

妊娠・出産・育児相談施設 ➢母子保健法第 22 条第２項に規定する施設 

子育て相談･交流施設 
（子ども未来センター、子育て交流ひろば） 

➢秋田市民交流プラザ条例第２条に規定する子ども未来センター 
➢秋田市市民サービスセンター条例第４条に規定する子育て交流ひ

ろば 

特定教育･保育施設等 
（保育所、認定こども園、幼稚園） 

➢児童福祉法第 39 条第１項に規定する施設 
➢就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律第２条第７項に規定する施設 
➢学校教育法第１条に規定する幼稚園 

地域型保育事業 
（小規模保育事業、事業所内保育事業） 

➢児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する事業を行う施設 
➢児童福祉法第６条の３第 12 項に規定する事業を行う施設 

児童厚生施設 
（児童館、児童センター、児童室） 

➢児童福祉法第 40 条に規定する施設 

放課後児童クラブ ➢児童福祉法第６条の３第２項に規定する事業を行う施設 

商業機能 

店舗面積 10,000 ㎡以上の小売商業施設 ➢店舗面積 10,000 ㎡以上の小売商業施設 

スーパー、ドラッグストア 
➢大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する店舗面積 1,000 ㎡以

上 10,000 ㎡未満の小売商業施設で、生鮮食料品を取扱うもの 
コンビニエンスストア ➢食品や日用雑貨など多数の品目を扱う小規模な小売商業施設 
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表６-２ 誘導施設の候補施設一覧（2/2） 

誘導施設候補 定義 

医療機能 

病院 ➢医療法第１条の５第１項に規定する施設 
医科診療所 ➢医療法第１条の５第２項に規定する施設で歯科診療所を除く 
調剤薬局 ➢医療法第１条の２第２項に規定する調剤を実施する薬局 

金融機能 銀行、信用金庫、JA バンク、郵便局 

➢銀行法第２条に規定する施設 
➢信用金庫法に基づく信用金庫 
➢農水産業協同組合貯金保険法第２条第４項第１号に規定する事業

を行う施設 
➢日本郵便株式会社法第２条第４項に規定する施設 

教育・ 

文化機能 

小学校 
➢学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校、大学および高等専門学校 
中学校 
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
大学、高等専門学校 

専修学校、各種学校 
➢学校教育法第 124 条に規定する施設 
➢学校教育法第 134 条に規定する各種学校 

図書館 ➢図書館法第２条第１項に規定する施設 

博物館・美術館等 

➢博物館法第２条第１項に規定する博物館および美術館 
➢博物館法第 29 条に規定する博物館相当施設 
➢秋田市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例第２条に

規定する文化施設 
文化ホール等 ➢ホール機能を有する文化施設 
市民交流施設 ➢市民活動の拠点および交流機能を有する施設 

 
 
 

表６-３ 《参考》誘導施設の設定に係る基本的な考え方 

  中心拠点 地域/生活拠点 

行政機能 
中枢的な行政機能 日常生活を営む上で必要となる行政窓口機能等 
例．本庁舎 例．支所、福祉事務所など各地域事務所 

介護・福祉 

機能 

市町村全域の市民を対象とした高齢者福祉の指

導・相談の窓口や活動の拠点となる機能 

高齢者の自立した生活を支え、又は日々の介護、

見守り等のサービスを受けることができる機能 

例．総合福祉センター 
例．地域包括支援センター、在宅系介護施設、 

  コミュニティサロン 等 

子育て 

機能 

市町村全域の市民を対象とした児童福祉に関す

る指導・相談の窓口や活動の拠点となる機能 

子供を持つ世代が日々の子育てに必要なサービス

を受けることができる機能 

例．子育て総合支援センター 
例．保育所、こども園、児童クラブ、 

  子育て支援センター、児童館 等 

商業機能 

時間消費型のショッピングニーズなど、様々な

ニーズに対応した買い物、食事を提供する機能 

日々の生活に必要な生鮮品、日用品等の買い回り

ができる機能 
例．相当規模の商業集積 例．食品スーパー 

医療機能 

総合的な医療サービス（二次医療）を受けるこ

とができる機能 
日常的な診療を受けることができる機能 

例．病院 例．診療所 

金融機能 
決済や融資などの金融機能を提供する機能 日々の引き出し、預け入れなどができる機能 
例．銀行、信用金庫 例．郵便局 

教育 

・ 

文化機能 

市民全体を対象とした教育文化サービスの拠点

となる機能 

地域における教育文化活動を支える拠点となる機

能 
例．文化ホール、中央図書館 例．図書館支所、社会教育センター 

出典：立地適正化計画作成の手引き（平成 29 年４月 10 日改訂、国土交通省） 
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６.２  誘導施設の設定 

６.２.１  誘導施設の候補施設の利用圏域（サービス対象エリア）の整理 

 誘導施設の候補施設は、その目的や役割によって、対象とする利用圏域（サービス対象
エリア）が異なります。 

 立地適正化計画に位置付ける誘導施設は、目指すべき将来都市構造の構築に向け、各施
設の利用圏や立地状況等を踏まえ、「高次・広域拠点」および「生活拠点（地域間連携型・
増進型・維持型）」それぞれに位置付けます。 

 誘導施設の候補施設のうち、「広域圏」および「地域生活圏」を対象とする施設は、各
地域の拠点地域内に立地することで、住民にとってより利用しやすい環境が創出されます。 

 そのため、誘導施設は、高次・広域拠点に「広域圏」および「地域生活圏」を対象とす
る施設を、生活拠点に「地域生活圏」を対象とする施設をそれぞれ位置付けることを基本
とします。 

 

《候補施設ごとの利用圏域（サービス対象エリア）区分の考え方》 

広 域 圏：本市周辺の市町村や、市内全域を対象 

地域生活圏 ：本市の都市形成の変遷から分けられる７地域を対象（中央、東部、西部、
南部、北部、河辺、雄和の７地域） 

日常生活圏 ：中学校区や小学校区等の日常生活圏を対象 
 

表６-４ 誘導施設の候補施設の利用圏域（1/2） 

誘導施設候補 広域圏 地域生活圏 日常生活圏 

行政機能 

市役所、県庁 〇 － － 
市民サービスセンター 
（駅東サービスセンターを含む） 

－ 〇 － 

地域センター、 
コミュニティセンター 

－ － 〇 

介護・福祉 

機能 

介護等相談施設 
（地域包括支援センター、在宅介護支援センター） 

－ － 〇 

通所介護施設（通所系高齢者福祉施設） － － 〇 
訪問介護施設 － － 〇 
入所介護施設 
（介護老人保健施設、グループホーム、老人短期入所施設、

軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
有料老人ホーム） 

－ － 〇 
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表６-５ 誘導施設の候補施設の利用圏域（2/2） 

誘導施設候補 広域圏 地域生活圏 日常生活圏 

子育て 

機能 

妊娠・出産・育児相談施設 〇 － － 
子育て相談･交流施設 
（子ども未来センター、子育て交流ひろば） 

－ 〇 － 

特定教育･保育施設等 
（保育所、認定こども園、幼稚園） 

－ 〇 － 

地域型保育事業 
（小規模保育事業、事業所内保育事業） 

－ 〇 － 

児童厚生施設 
（児童館、児童センター、児童室） 

－ － 〇 

放課後児童クラブ － － 〇 

商業機能 

店舗面積 10,000 ㎡以上の小売商業施設 〇 － － 
スーパー、ドラッグストア － 〇 － 
コンビニエンスストア － － 〇 

医療機能 

病院 〇 － － 
医科診療所 － 〇 － 
調剤薬局 医療機関と併せて立地 － 

金融機能 銀行、信用金庫、JA バンク、郵便局 － 〇 － 

教育・ 

文化機能 

小学校 － － 〇 
中学校 － － 〇 
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、
高等専門学校 

〇 － － 

専修学校、各種学校 〇 － － 
図書館 〇 ○ － 
博物館・美術館等 〇 － － 
文化ホール等 〇 － － 
市民交流施設 〇 ○ － 

 
 
６.２.２  誘導施設の候補施設の立地状況 

 誘導施設の候補施設の立地状況を確認すると、広域圏を対象とする施設は、高次・広域
拠点を有す中央地域に集中して立地しています。 

 地域生活圏を対象とする施設は、各地域の拠点である都市機能誘導区域やその周辺の居
住誘導区域内に立地しています。 

 日常生活圏を対象とする施設は、その利用圏に合わせて広く施設が分布しています。 

 中央・東部・西部・南部・北部の５地域と河辺・雄和の２地域で施設立地数の差はある
ものの、各地域の都市機能誘導区域や居住誘導区域内に、基本的な都市機能は備わってい
ると確認できます。 
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図６-１ 地域別誘導施設の候補施設の立地状況 

【中央地域】 【東部地域】 

【西部地域】 【南部地域】 

【北部地域】 【河辺地域】 

【雄和地域】 
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６.２.３  誘導施設設定の基本的な考え方 

 誘導施設の候補施設の利用圏や立地状況を踏まえ、立地適正化計画に位置付ける誘導施
設設定の基本的な考え方を以下のとおり設定します。 

 
（１） 各機能共通 

各地域の都市機能誘導区域または居住誘導区域内に施設が立地しているものについ
ては、今後の動向を継続的に把握していくこととし、計画の運用を行う中で、必要に
応じ、誘導施設への位置付けを検討します。 

 
（２） 行政機能 

 市役所や県庁、市民サービスセンター等の行政機能については、当面、現位置から
の移転等は予定されていないことから、誘導施設に位置付けないこととします。 

 
（３） 介護・福祉機能 

 地域包括支援センター等の介護等相談施設は、おおむね中学校区を範囲とした 18
の日常生活圏ごとに施設を配置し、当面は現有施設での運用を予定しています。 

 また、介護・福祉機能の対象施設となる高齢者福祉施設等は、各地域に分散して配
置されております。 

 しかし、今後も高齢者人口は増加し、サービス利用量も増加していくと見込まれる
ことから、居住地に近接して立地することで利用がしやすくなる通所介護施設につい
ては、全ての拠点で誘導施設に位置付けます。 

 
（４） 子育て機能 

 保育施設等については、１・２歳の子どもを対象とした施設が当面不足する見込み
であるものの、既存施設の定員数を調整して対応する方針としています。（第２次秋
田市子ども・子育て未来プラン（平成 27 年３月）） 

 現状の施設立地状況では、全域に保育所等が立地しており、今後の少子化にともな
う需給バランスの変化によって、既存施設の撤退等のリスクが懸念されます。そのた
め、「特定教育・保育施設等」や「地域型保育事業」を対象とし、全ての拠点で誘導
施設に位置付けます。 

 また、小学校に近接して立地している「児童厚生施設」や「放課後児童クラブ」は、     
小学校が適正配置に係る移転や統廃合等の方針を検討することとしているため、     
小学校と同様に、当該施設の立地動向を把握します。 
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（５） 商業機能 

 商業機能は、各拠点のにぎわい創出や身近な買い物の場として必要な施設です。 

一方で、1,000 ㎡以上の大規模小売店舗については、その立地によって、周辺の生
活環境や開発圧力に影響を及ぼす可能性があります。 

そのため、「店舗面積 10,000 ㎡以上の小売商業施設」を中央・南部の各拠点で、「店
舗面積 1,000 ㎡以上の生鮮食料品を扱うスーパー・ドラッグストア」を全ての拠点で
誘導施設に位置付けます。 

また、コンビニエンスストアは、身近な買い物の場となっているほか、2018 年（平
成 30 年）秋より住民票など各種証明書の交付を予定していることから、当該施設の
立地動向を把握します。 

 
（６） 医療機能 

医療施設は、秋田市を含む秋田周辺医療圏（二次医療圏）が病床過剰圏域となって
いるため、病院および有床診療所は誘導施設に位置付けないこととします。 

しかし、日常生活における身近な医療機能を担う医科診療所は、今後の人口減少に
ともなう需給バランスの変化によって、既存施設の撤退等のリスクが懸念されます。
そのため、「無床診療所」を対象とし、全拠点で誘導施設に位置付けます。 

 
（７） 金融機能 

銀行等の金融機関は、地域生活圏を対象とした施設ですが、ATM やコンビニエンス
ストア等が一部代替機能を担っており、銀行等・郵便局・コンビニエンスストアを合
わせると、市街化区域内に広く立地していることから、誘導施設に位置付けないこと
とします。 

 
（８） 教育・文化機能 

小・中学校は、適正配置に係る検討結果を踏まえ、移転や統廃合等の方針を検討す
るため、誘導施設には位置付けず、当該施設の立地動向を把握します。 

第２期秋田市中心市街地活性化基本計画（平成 29 年４月）において、「県・市連
携文化施設整備事業」、「（仮称）芸術文化交流施設整備事業」や「芸術文化に係る
各種ソフト施策」など、芸術文化ゾーンの形成による新たなまちの魅力・価値の創造
に向けた展開が進められています。 

さらに、中心市街地と千秋公園（久保田城御隅櫓や佐竹史料館等）とを連携し、新
たな市民文化を育む、多世代が交流するにぎわい拠点の形成を進めていく必要があり
ます。 

そのため、「博物館・美術館および博物館相当施設」、「ホール機能を有する文化
施設」や「市民活動の拠点および交流機能を有する施設」を対象とし、中央地域の高
次・広域拠点および生活拠点（地域間連携型・増進型）で誘導施設に位置付けます。 
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６.２.４  拠点別誘導施設の設定 

 各地域の都市機能誘導区域や居住誘導区域内に、基本的な都市機能は備わっていること
を踏まえ、誘導施設設定の基本的な考え方に基づき、各拠点に位置付ける誘導施設を以下
のとおり設定します。（誘導施設は下表で○印の表記がある施設で、該当する施設につい
ては都市機能誘導区域外で建築や開発する際に、市に届出が必要になります。） 

 なお、本計画では「誘導施設」以外に、今後の各行政分野の施策展開等によって変化が
もたらされる可能性がある施設を「動向把握施設」とし、施設の立地状況等を把握しなが
ら、必要に応じて「誘導施設」への位置付けを検討します。 

 
表６-６ 拠点別誘導施設一覧 

誘導施設 
高次・広域拠点 

(中央地域) 

生活拠点 

地域間連携型 

(南部地域) 

増進型 

(東部・西部・北部地域) 

維持型 

(河辺・雄和地域) 

行政機能 

市役所、県庁 － － － － 
市民サービスセンター 
（駅東サービスセンターを含む） － － － － 

地域センター、コミュニティセンター － － － － 

介護・福祉 

機能 

介護等相談施設 
（地域包括支援センター、在宅介護支援センター） － － － － 

通所介護施設（通所系高齢者福祉施設） 〇 〇 〇 〇 
訪問介護施設 △ △ △ △ 
入所介護施設 
（介護老人保健施設、グループホーム、老人短期

入所施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム） 

－ － － － 

子育て 

機能 

妊娠・出産・育児相談施設 △ － － － 
子育て相談･交流施設 
（子ども未来センター、子育て交流ひろば） △ △ △ △ 

特定教育･保育施設等 
（保育所、認定こども園、幼稚園） 〇 〇 〇 〇 

地域型保育事業 
（小規模保育事業、事業所内保育事業） 〇 〇 〇 〇 

児童厚生施設 
（児童館、児童センター、児童室） △ △ △ △ 

放課後児童クラブ △ △ △ △ 

商業機能 

店舗面積 10,000 ㎡以上の小売商業施設 〇 〇 － － 

スーパー、ドラッグストア 〇 〇 〇 〇 
コンビニエンスストア △ △ △ △ 

医療機能 

病院 － － － － 
医科診療所（※有床診療所を除く） 〇 〇 〇 〇 
調剤薬局 △ △ △ △ 

金融機能 銀行、信用金庫、JA バンク、郵便局 － － － － 

教育・ 

文化機能 

小学校 △ △ △ △ 
中学校 △ △ △ △ 
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
大学、高等専門学校 △ △ △ － 

専修学校、各種学校 △ － △ － 
図書館 △ － △ △ 
博物館・美術館等 〇 － － － 
文化ホール等 〇 － △ － 
市民交流施設 〇 〇 〇 － 

〇（誘 導 施 設）：誘導施設として位置付け、緩やかに誘導を促進する施設 

△（動向把握施設）：誘導施設としては位置付けず、施設立地の動向把握をしていく施設 
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７. 誘導施策の設定 

誘導施策は、都市機能・居住の各誘導区域に対し、誘導施設および居住機能の緩やかな誘
導を促進するために設定します。また、誘導施策の展開により、各地域の活力の維持・増進
を図り、民間主体による、活発な社会的・経済的・文化的まちづくり活動が行われる場を創
出します。 

誘導施策は、「都市機能誘導区域内に誘導施設を維持・誘導するための施策」、「居住誘
導区域内に居住を誘導するための施策」とし、それぞれ誘導区域を対象とした施策（実施す
る施策等・今後検討する施策等）と、機能の維持・増進に資するその他の施策に大別して位
置付けます。 

また、前記の誘導施策以外に「居住誘導区域外に係る施策」と「公共交通に係る施策」を
位置付けます。 

なお、立地適正化計画の運用を行っていく中で、目標達成状況を継続的に確認しつつ、必
要に応じて、誘導施設や必要な施策の見直しを行っていきます。 
 
 
７.１  都市機能誘導区域内に誘導施設を維持・誘導するための施策 

計画的に都市機能誘導していくためには、地域の実情を踏まえつつ、事業者へのインセン
ティブ※の付与によって進めていく必要があります。 

そのため、都市機能誘導区域外と比較して立地のコストの抑制に資する、財政的支援や金
融的支援、未利用の公有地の活用を進めていきます。 

また今後、公共建築物の建替えや移転・統合等を行う場合は、対象施設の性格を踏まえつ
つ、利用圏域が「広域圏」や「地域生活圏」に該当する施設を対象とし、都市機能誘導区域
への集約を検討していきます。 
 
 
（１） 都市機能誘導区域内を対象とした施策 

 施策の概要 事業名 

実
施
す
る
施
策
等 

１ 

【中央地域】 
県・市連携文化施設や既設芸術文化施設等で
構成する「芸術文化ゾーン」の形成による新
たなまちの魅力と賑わいを創出する。 

➢県・市連携文化施設整備事業 
➢（仮称）芸術文化交流施設整備事業 
➢（仮称）秋田駅周辺 JR 用地都市機能立地

推進事業 
➢千秋公園整備事業 

２ 

【中央地域】 
日本版 CCRC 構想の推進や集いの場の創出に
よる、多世代交流のまちづくりを進める。 

➢日本版 CCRC 事業 

３ 

【中央地域】 
空き店舗や空きフロアを活用した新規事業等
に対し、賃貸や設備投資に係る費用への支援
を行い、新たな都市機能の誘導を図る。 

➢中心市街地商業集積促進補助制度 
➢小売業等チャレンジ支援事業 

 
 
※ インセンティブ 

：計画の目標を達成するために、事業者等に対して与える刺激。本計画では、都市機能誘導区

域での民間投資を誘因するため、財政・金融・税制等の各種支援策を指す。 
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 施策の概要 事業名 

実
施
す
る
施
策
等 

４ 

【中央および東部地域】 
土地区画整理事業や市街地再開発事業等の市
街地開発事業を行う際は、低未利用地※１や狭
あい道路※２等の改善を図るほか、都市機能の
適切な誘導を図る。 

➢土地区画整理事業（秋田駅西北地区、秋
田駅東第三地区） 

➢市街地再開発事業（秋田駅前北第一地区） 
➢（仮称）秋田駅周辺 JR 用地都市機能立地

推進事業 
➢旧秋田魁新報社跡地への商業施設の整備 

５ 

【西部および北部地域】 
拠点施設を活用した地域住民の交流やにぎわ
いづくり等を支援する。 

➢土崎まちづくり拠点施設関連事業 
➢新屋まちづくり拠点施設関連事業 

６ 

【全地域】 
市が保有する未利用地や未利用建物等を活用
し、民間活力を活用した新たな都市機能の誘
導を図る。 

➢公的不動産の活用 

７ 

【全地域】 
国土交通大臣が認定する民間誘導施設等整備
事業計画に基づき、民間事業者が誘導施設を
整備する場合、税制支援や金融支援を行う。 

➢都市機能誘導区域の外から内への事業用
資産の買換特例 

➢誘導施設の整備に係る土地等を譲渡した
者に対する税制措置 

➢民都機構による金融支援 

８ 

【全地域】 
新たな都市機能の誘導を図るため、空き店舗
に出店する中小企業者に対する改装費・宣伝
広告費・賃借料等の一部を補助する。 

➢商店街空き店舗対策事業 

９ 

【全地域】 
地域課題の解決や地域資源の活用による新た
な事業展開など、民間によるリノベーション
まちづくり※３を促進するため、地域関係者向
けに専門家による講演会やワークショップ等
を開催する。 

➢リノベーションまちづくりに係る普及啓
発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 低未利用地 

：市街地内などに残る空き地や、商店街などで青空駐車場として利用されている土地など、効

率的な利用がなされていない土地。 

※２ 狭あい道路 

：道路幅員がおおむね４ｍ未満の道路のこと。 

※３ リノベーションまちづくり 

：空き家、空店舗、空きビルおよび空き地等の既存の建物や土地を対象とし、修復や再生（リ

ノベーション）による活用を行い、遊休不動産の再生と質の高い雇用の創出等を掛け合わせ、

新たな産業振興と地域コミュニティの再生を図ることを目的としているまちづくり。 
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 施策の概要 事業名 

今
後
検
討
す
る
施
策
等 

10 

公的不動産等の有効活用により、誘導施設を
整備する民間事業者に対して、公的不動産の
賃料や固定資産税の減免、整備費等について
支援する。 

➢都市機能立地支援事業 

11 
誘導施設を民間事業者等が整備する場合に、
整備に係る費用を支援する。 

➢都市再構築戦略事業 

12 
誘導施設等の移転促進を図るため、誘導施設
等の跡地の除却処分・緑地等整備を支援する。 

➢集約都市形成支援事業 

13 

良好な市街地環境の形成を図るため、道路・
公園等の都市基盤の整備の実施について検討
を行う。 

➢都市再生整備計画事業 

14 

地域課題の解決や地域資源の活用による新た
な事業展開など、民間によるリノベーション
まちづくりを促進するため、まちづくりファ
ンド※の活用について検討を行う。 

➢まちづくりファンド支援事業 

15 

地域課題の解決や地域資源の活用による新た
な事業展開など、新たな公益サービスとして、
地域活力の向上につながるソーシャル・コミ
ュニティビジネスに対する必要な支援につい
て検討を行う。 

➢（仮称）ソーシャル・コミュニティビジ
ネス支援事業 

16 

国土交通大臣が認定する民間誘導施設等整備
事業計画に基づき、民間事業者が誘導施設を
整備する際、あわせて公共施設等を民間事業
者が自発的に整備・管理する場合に税制支援
を行う。 

➢固定資産税の軽減 

17 

目指すべき将来都市構造の実現に向け、都市
機能・居住の維持・誘導に資する都市計画の
見直しを検討する。 

➢各種都市計画の見直し（用途地域、道路、
地区計画等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ まちづくりファンド 

：地域の資金を地縁によって調達し、景観形成・観光振興など、住民を中心とするまちづくり

事業への助成やまちづくり会社への出資を目的とするファンド。ファンドとは、投資家から

お金を集めて、その集めたお金を何かに投資し、収益を分配するようなものを指す。 
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（２） 都市機能の維持・増進に資するその他の施策 

 施策の概要 事業名 

実
施
す
る
施
策
等 

１ 
各地域の子育て交流ひろば※を対象とし、妊
娠・出産・育児に係る巡回相談等を実施する。 

➢利用者支援事業（基本型）との連携 

２ 

市内で法人を設立して新たな事業を開始しよ
うとする者に対し、初期投資や事業継続に必
要な経費の一部を補助するほか、女性起業家
や転入企業者を手厚く支援する。 

➢創業支援事業 

３ 

良好な景観形成を図るうえで重要と認められ
る建造物等を地域の貴重な景観資源と位置付
け、保存していくための修理や改修費用を補
助する。 

➢景観重要建造物等保存事業費補助金 

４ 

自主的かつ継続的に地域の景観まちづくり活
動に取組む団体等に支援を行い、地域の特性
を活かした景観の向上を図る。 

➢都市景観形成事業（景観まちづくり活動
支援） 

５ 

良好な市街地環境の形成を図るため、都市基
盤整備を実施する。 

➢都市計画道路事業、道路改良事業等 
➢人にやさしい歩道づくり(バリアフリー

化)事業 
➢電線共同溝整備事業 
➢道路維持修繕事業 
➢道路附属施設改修事業 
➢融雪施設改良事業 
➢交通安全施設等整備事業 
➢都市公園バリアフリー化事業 

６ 

空家等対策特別措置法等の関係法令に基づ
き、適切な管理が行われていない空き家の所
有者等に対し指導等を行うほか、危険性が高
まった場合の必要最小限の安全措置や危険な
空き家を解体撤去する所有者に対する補助金
を交付する。 

➢老朽危険空き家等対策経費 

７ 

企業主導型保育事業の実施主体に対し、地域
枠を設けること等を要件に施設整備費または
備品購入等に要する経費を補助する。 

➢企業主導型保育推進事業 

８ 

市が策定する整備計画等に基づき、保育所等
に係る施設整備に要する経費（創設、増築、
老朽改築等）を補助する。 

➢児童福祉施設等整備費補助金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 子育て交流ひろば 

：各市民サービスセンターに設置された、子どもの遊びや親同士の交流等が可能な、子育て支

援施設。 



６９ 

（３） 都市再生特別措置法による届出制度の運用 

都市機能誘導区域外における当該施設整備の動向を把握するため、都市機能誘導区
域外における誘導施設の開発行為や建築行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基
づき、市への届出を求めます。 

 
表７-１ 届出の概要 

届出対象 

となる区域 
届出が必要な行為 

都市機能誘導 

区域外 

開発行為 
➢誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする 

 場合 

建築等行為 

➢誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

➢建築物を改築し、誘導施設を有する建築物としようとする場合 

➢建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物としようとする 

 場合 
 

 
図７-１ 届出が必要な行為（イメージ） 



７０ 

７.２  居住誘導区域内に居住を誘導するための施策 

居住誘導区域内に居住を誘導するためには、多様な居住ニーズに対応し、多様な世代がラ
イフステージに合わせた住まいの選択が可能な居住地として、良好な環境を形成する必要が
あります。 

そのため、居住誘導区域内の生活利便性を高めるとともに、受け皿となる住宅供給を促進
する施策を展開・検討し、緩やかに居住の誘導を進めていきます。 
 
（１） 居住誘導区域内を対象とした施策 

 施策の概要 事業名 

実
施
す
る
施
策
等 

１ 

《再掲》【中央および東部地域】 
土地区画整理事業や市街地再開発事業等の市
街地開発事業を行う際は、低未利用地や狭あ
い道路等の改善を図るほか、都市機能の適切
な誘導を図る。 

➢土地区画整理事業（秋田駅西北地区、秋
田駅東第三地区） 

➢市街地再開発事業（秋田駅前北第一地区） 
 

２ 

《再掲》【中央地域】 
日本版 CCRC 構想の推進や集いの場の創出に
よる、多世代交流のまちづくりを進める。 

➢日本版 CCRC 事業 

３ 

【全地域】 
子育て世代から高齢者まで、中心市街地活性
化基本計画区域および居住誘導区域への住替
えを促進するため、空き家の利活用を支援す
る。 

➢空き家定住推進事業 

４ 

【中央・西部・南部・北部の各地域（津波浸水想定区域）】 
居住誘導区域内での安全・安心な居住の確保
を図るため、津波避難計画を策定するほか、
災害時避難標識を整備する。 

➢津波避難計画の策定 
➢災害時避難標識整備事業 

今
後
検
討
す
る
施
策
等 

５ 

津波浸水や河川氾濫等による浸水被害が面的
に予想される範囲を対象とし、必要な防災対
策施設の整備を検討するほか、市民の防災意
識の向上、防災訓練の活発化を図る。 

➢都市防災総合推進事業 

６ 

《再掲》 
目指すべき将来都市構造の実現に向け、都市
機能・居住の維持・誘導に資する都市計画の
見直しを検討する。 

➢各種都市計画の見直し（用途地域、道路、
地区計画等） 

７ 

街なか居住の再生に資する住宅等の整備事業
や活動拠点等の整備を促進するため、街なか
居住再生ファンド※の活用を検討する。 

➢街なか居住再生ファンド 

 
 
 
 
 
 
 
※ 街なか居住再生ファンド 

：民間の多様な住宅等の整備事業を対象とし、それらの事業を主な目的として設置される会社

への出資を目的とするファンド。 



７１ 

（２） 居住機能の維持・増進に資するその他の施策 

 施策の概要 事業名 

実
施
す
る
施
策
等 

１ 

子育て世代をターゲットに、一定の要件を満
たす秋田市への移住者に対し、住宅の新築・
購入、賃借および転居に係る費用を補助し、
移住を促進する。 

➢秋田市移住促進事業（子育て世帯移住促
進事業） 

２ 

住宅の所有者等が行う増改築やリフォーム工
事に対して補助し、良質なストックの形成を
図る。 

➢住宅リフォーム支援事業 

３ 

市内の空き家の賃貸・売却を希望する者から
申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望
する者に紹介し、移住・定住を促進する。 

➢空き家バンク制度 

４ 

世帯が、同居又は近居※するために必要な住宅
の改修等や賃貸借契約に係る費用に対して補
助し、子育て環境の向上や高齢者が安心して
暮らせる環境づくりを進める。 

➢多世帯同居・近居推進事業 

５ 

地震発生時における木造住宅の倒壊等による
災害を防止するため、昭和 56 年５月以前に建
築された木造戸建住宅の耐震診断や耐震改修
に対し助成する。 

➢木造住宅耐震改修等事業 

６ 

《再掲》 

良好な市街地環境の形成を図るため、都市基
盤整備を実施する。 

➢都市計画道路事業、道路改良事業等 
➢人にやさしい歩道づくり(バリアフリー

化)事業 
➢電線共同溝整備事業 
➢道路維持修繕事業 
➢道路附属施設改修事業 
➢融雪施設改良事業 
➢交通安全施設等整備事業 
➢都市公園バリアフリー化事業 

７ 

《再掲》 

空家等対策特別措置法等の関係法令に基づ
き、適切な管理が行われていない空き家の所
有者等に対し指導等を行うほか、危険性が高
まった場合の必要最小限の安全措置や危険な
空き家を解体撤去する所有者に対する補助金
を交付する。 

➢老朽危険空き家等対策経費 

８ 

町内会に対して地域自治活動の拠点となる集
会所類似施設の整備に要する経費の補助・貸
付を行い、地域力の活性化を図る。 

➢集会所類似施設整備・建設費助成事業 
➢集会所類似施設建設資金貸付金 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 近居 

：親子などの２つ以上の世帯が、お互い気軽に行き来できる距離で住み合うこと。 



７２ 

（３） 都市再生特別措置法による届出制度の運用 

居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握し、居住誘導区域内への居住を緩
やかに誘導するため、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の開発行為や建築
行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、市への届出を求めます。 

 
表７-２ 届出の概要 

届出対象 

となる区域 
届出が必要な行為 

居住誘導 

区域外 

開発行為 

➢３戸以上の住宅（共同住宅を含む）の建築目的の開発行為を行お

うとする場合 

➢１戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000 ㎡以上の

規模となる開発行為を行おうとする場合 

建築等行為 

➢３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

➢建築物を改築し、または建築物の用途を変更して３戸以上の住宅

としようとする場合 
 

 
図７-２ 届出が必要な行為（イメージ） 

 



７３ 

７.３  居住誘導区域外に係る施策 

居住誘導区域外は、今後の居住を否定するものではなく、住み慣れた場所でゆとりのある
良質な暮らしなど、これまで通りライフスタイルに合わせた住み方を選択していくことがで
きます。 

そのため、市民に必要な行政サービスは、居住誘導区域の内外に関わらず提供していくと
ともに、持続的な地域コミュニティの維持に必要な居住や都市機能の立地を一定程度許容し
ていきます。 

また、人口減少や居住誘導区域への住替えによって発生する跡地等への対応についても検
討していきます。 
 
（１） 居住誘導区域外を対象とした施策 

 施策の概要 事業名 

実
施
す
る
施
策
等 

１ 

【全域（都市計画区域内）】 
都市計画基礎調査を活用した、定期的な跡地等発生状
況の動向を把握する。 

➢都市計画基礎調査 

２ 

【全域（都市計画区域内）】 
地域住民からの発意のもと、良好な生活環境の維持・
形成を目的とした、地区計画の適用について検討す
る。 

➢地区計画 

３ 

【市街化調整区域】 
開発許可基準の緩和による、人口減少・少子高齢化に
おける集落維持を進める。 

➢都市計画法に基づく開発行為の
許可基準に関する条例 

 （同法第 34 条第 11 号） 

４ 

【市街化調整区域】 
集落の維持・活性化に資する６次産業化施設※の整備
に対する開発許可審査手続きを簡素化する。 

➢開発許可の特例措置 

５ 

【市街化調整区域】 

上記３で区域指定した既存集落において、コミュニテ
ィの維持を目的に、移住・定住や二地域居住を推進す
ることとし、長期にわたり適正に利用された既存建築
物に対する弾力的な運用を行う。 
（空き家の賃貸住宅としての活用等） 

➢開発許可制度の弾力的運用 

今
後
検
討
す
る
施
策
等 

６ 

【全域（都市計画区域内）】 
今後の跡地等の発生状況に注視しつつ、必要に応じ、
跡地等管理区域の指定および跡地等管理協定を締結
する。 

➢跡地等管理区域の指定 
➢跡地等管理協定の締結促進 

 
 
 
 
 
 
 
※ ６次産業化施設 

：地域の農産物等を活用した加工食品の開発又は生産量の拡大等に資する施設。 



７４ 

 
（２） 居住誘導区域外の居住環境維持に資するその他の施策 

 施策の概要 事業名 

実
施
す
る
施
策
等 

１ 

《再掲》 

子育て世代をターゲットに、一定の要件を満
たす秋田市への移住者に対し、住宅の新築・
購入、賃借および転居に係る費用を補助し、
移住を促進する。 

➢秋田市移住促進事業（子育て世帯移住促
進事業） 

２ 

《再掲》 

住宅の所有者等が行う増改築やリフォーム工
事に対して補助し、良質なストックの形成を
図る。 

➢住宅リフォーム支援事業 

３ 

《再掲》 

市内の空き家の賃貸・売却を希望する者から
申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望
する者に紹介し、移住・定住を促進する。 

➢空き家バンク制度 

４ 

《再掲》 

世帯が、同居又は近居するために必要な住宅
の改修等や賃貸借契約に係る費用に対して補
助し、子育て環境の向上や高齢者が安心して
暮らせる環境づくりを進める。 

➢多世帯同居・近居推進事業 

５ 

《再掲》 

地震発生時における木造住宅の倒壊等による
災害を防止するため、昭和 56 年５月以前に建
築された木造戸建住宅の耐震診断や耐震改修
に対し助成する。 

➢木造住宅耐震改修等事業 

６ 

《再掲》 

良好な市街地環境の形成を図るため、都市基
盤整備を実施する。 

➢都市計画道路事業、道路改良事業等 
➢人にやさしい歩道づくり(バリアフリー

化)事業 
➢電線共同溝整備事業 
➢道路維持修繕事業 
➢道路附属施設改修事業 
➢融雪施設改良事業 
➢交通安全施設等整備事業 
➢都市公園バリアフリー化事業 

７ 

《再掲》 

空家等対策特別措置法等の関係法令に基づ
き、適切な管理が行われていない空き家の所
有者等に対し指導等を行うほか、危険性が高
まった場合の必要最小限の安全措置や危険な
空き家を解体撤去する所有者に対する補助金
を交付する。 

➢老朽危険空き家等対策経費 

８ 

《再掲》 

町内会に対して地域自治活動の拠点となる集
会所類似施設の整備に要する経費の補助・貸
付を行い、地域力の活性化を図る。 

➢集会所類似施設整備・建設費助成事業 
➢集会所類似施設建設資金貸付金 

 
 



７５ 

７.４  公共交通に係る施策 

多核集約型の都市構造によるコンパクトな市街地形成を進めていくためには、居住誘導区
域内に居住する人々に対し、公共交通によって、各地域の拠点である都市機能誘導区域への
アクセスを確保する必要があります。 

また、拠点間を結ぶ公共交通として、東部・西部・南部・北部の各地域は中央地域と結ぶ
路線を、河辺・雄和の各地域は南部地域と結ぶ路線をそれぞれ確保する必要があります。 

そのため、まちづくりと一体となった、将来にわたり持続可能な公共交通網の実現を目指
し、幹線バス路線への支援や、バスと鉄道の連携強化、利用者拡大のための利便性向上策を
講じていきます。 
 

 施策の概要 事業名 

実
施
す
る
施
策
等 

１ 

郊外部において、市が事業主体となるマイタウン・バ
スを運行することにより、市民の移動手段の確保を図
る。 

➢バス交通総合改善事業 

２ 
路線バス事業者に対し、運行に係る経費の一部を補助
し、市民の移動手段の確保を図る。 

➢地方バス路線の維持対策 

３ 

多核集約型のまちづくりを目指す本市の公共交通軸
の強化を図るため、鉄道・バスによるネットワーク上
の交通結節点となる「泉・外旭川新駅（仮称）」の設
置を目指す。 

➢泉・外旭川新駅（仮称）整備事業 

４ 

公共交通利用者の利便性向上や、交通事業者による効
果的な運行の実現を図るため、交通系 IC カードの導
入を目指す。 

➢交通系 IC カード導入の検討 

５ 

中心市街地の回遊性を高め、秋田駅周辺とエリアなか
いちで創出された賑わいを、中心市街地全体に波及さ
せる一助として、中心市街地循環バスを運行する。 

➢中心市街地循環バス運行事業 

６ 

満 65 歳以上の高齢者が、市内の路線バス等を利用す
る際、100 円で乗車できるよう助成し、高齢者の外出
の促進や生きがいづくりを支援する。 

➢高齢者コインバス事業 

今
後
検
討
す
る
施
策
等 

７ 

将来的に維持すべき幹線バス路線を明確化し、利便性
が高く持続可能な路線網の形成に向けた検討を継続
する。 

➢バス路線網の形成 

８ 
鉄道とバス、バス相互の乗継拠点を明確化するととも
に、乗継による負担軽減に向けた検討を行う。 

➢交通結節点および乗継拠点の整
備検討 

９ 

郊外部の路線廃止が行われた場合の代替交通として、
市民団体や NPO 法人等の組織が運営する地域交通の
導入について検討を行う。 

➢地域交通の導入検討 
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８. 数値目標の設定および計画の進行管理 

８.１  数値目標の設定 

立地適正化計画は、目標年次をおおむね 20 年後の 2040 年とした、長期的な期間の中で、
まちづくりの理念である「暮らし・産業・自然の調和した持続可能な都市」の実現を目指し
ています。 

そのため、多核集約型の都市構造によるコンパクトな市街地形成を進めていく中で、実施
する各種施策の進捗状況やその効果等を見極め、より効果的に計画を運用していくことから、
「目標値」および「期待される効果」をそれぞれ設定します。 

なお、「目標値」は、まちづくりの基本理念に対応した「基本指標」、計画期間において
重点的に取組む計画の目標に対応した「重点指標」をそれぞれ設定します。 

また、設定した「重点指標」に対応し、本計画に位置付けた誘導施策の展開によって「期
待される効果」を設定します。 
 

 
図８-１ まちづくりの理念・目標と数値目標の関係 
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８.１.１  基本指標の設定 

目標値の基本指標は、「都市機能」「居住」「公共交通」それぞれの視点から設定しま
す。 

 
（１） 都市機能に係る基本指標 

都市機能に係る基本指標は、本計画で位置付ける誘導施設を維持・増進していくこ
とを目標とし設定します。 

 
表８-１ 都市機能に係る基本指標 

基本指標 基準値 
目標値 

2030 年 2040 年 

都市機能誘導区域内に

誘導すべき誘導施設の

立地数 

高次・広域拠点 

（中央地域） 

97 施設 

（2017 年） 

基準値以上 

生活拠点：地域間連携型 

（南部地域） 

12 施設 

（2017 年） 

生活拠点：増進型 

（東部・西部・北部地域） 

43 施設 

（2017 年） 

生活拠点：維持型 

（河辺・雄和地域） 

７施設 

（2017 年） 
 
 
（２） 居住に係る基本指標 

居住に係る基本指標は、市全体で人口減少が進む中にあっても、居住誘導区域内人
口密度を、多様な生活サービス施設が立地しやすい環境にある 50 人/ha 以上を維持す
ることを目標とし設定します。 

 
表８-２ 居住に係る基本指標 

基本指標 基準値 
目標値 

2030 年 2040 年 

居住誘導区域内の人口密度（可住メッシュ人口密度） 

（＝可住メッシュ人口÷居住誘導区域内可住メッシュ面積） 

54.7 人/ha 

（2015 年） 
50.0 人/ha 以上 
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（３） 公共交通に係る基本指標 

公共交通に係る基本指標は、公共交通と連携したまちづくりを進めていき、公共交
通利用率を維持・確保していくことを目標とし設定します。 

 
表８-３ 公共交通に係る基本指標 

基本指標 基準値 
目標値 

2030 年 2040 年 

路線バスおよびマイタウン・バスの利用率 

（＝年間バス輸送人員÷365 日÷総人口） 

6.6％ 

（2015 年） 
基準値以上 

鉄道の利用率 

（＝市内全鉄道駅の１日の乗車人員÷総人口） 

5.3％ 

（2015 年） 
基準値以上 

 
 
８.１.２  重点指標および効果の設定 

（１） 目標１に係る重点指標および効果 

『高齢者が健康で、活動・活躍できる「場」の創出による、生きがいのある暮らし
の実現』に係る重点指標は、元気な高齢者が活発に働くことの出来る場を創出するこ
とで、就業している高齢者の割合を維持・増進していくことを目標とし設定します。 

元気に働く高齢者が増加することは、身体活動の増加にともなう健康改善につなが
るものと考えられます。そのため、目標１に係る効果は、元気な高齢者の割合を視点
とし設定します。 

 
表８-４ 目標１に係る重点指標および効果 

 基準値 
目標値 

2030 年 2040 年 

重点 

指標 

就業している高齢者の割合 

（＝就業している高齢者数÷高齢者人口） 

17.0％ 

（2015 年） 
基準値以上 

効果 
元気な高齢者の割合 

（＝１－65 歳以上の要介護（支援）認定者数÷高齢者人口） 

78.8％ 

（2015 年） 
基準値以上 
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（２） 目標２に係る重点指標および効果 

『子育て世代が時間効率メリットを得られる「場」の創出による、子どもとの時間
を大切にできる暮らしの実現』に係る重点指標は、市全体で子どもの人数が減少して
いく中にあっても、都市機能誘導区域内の「特定教育・保育施設等」および「地域型
保育事業」の施設立地数を維持・増進していくことを目標とし設定します。 

働く場を含めた多様な機能集積が図られた子育て環境を創出することは、働く女性
の増加につながるものと考えられます。そのため、目標２に係る効果は、働く女性の
割合を視点とし設定します。 

 
表８-５ 目標２に係る重点指標および効果 

 基準値 
目標値 

2030 年 2040 年 

重点 

指標 

都市機能誘導区域内の「特定教育・保育施設

等」および「地域型保育事業」施設立地数 

22 施設 

（2017 年） 
基準値以上 

効果 
働く女性の割合 

（＝15～49 歳で就業している女性人数÷15～49 歳人口） 

61.7％ 

（2015 年） 
基準値以上 

 
 
（３） 目標３に係る重点指標および効果 

『集い・賑わい・交流が生まれる「場」の創出による、県都『あきた』の新たな都
市型生活の実現』に係る重点指標は、多世代・多様な人々が交流することのできる場
を創出することで、都市機能誘導区域内での様々な活動を維持・増進していくことを
目標とし設定します。 

都市機能誘導区域内での交流・活動が増加することは、当該地での民間投資の活発
化による地価上昇につながるものと考えられます。そのため、目標３に係る効果は、
都市機能誘導区域内の平均地価を視点とし設定します。 

 
表８-６ 目標３に係る重点指標および効果 

 基準値 
目標値 

2030 年 2040 年 

重点 

指標 

専用住宅・工場等を除く市内全新築着工件数

のうち、都市機能誘導区域内の着工件数割合 

23.2％ 

（2015 年） 
基準値以上 

効果 

都市機能誘導区域内平均地価 

（地価公示および都道府県地価調査による） 

60,100 円 

（2017 年） 
基準値以上 

都市機能誘導区域内平均地価変動率 
-12.1％ 

(2013～2017) 
※変動率は、平均地価の変化を評価するための二次的な指標として使用 

※各地域の都市機能誘導区域内の地価公示および都道府県地価調査の各調査地点が無くなった場合は、

当該地点近傍の相続税路線価等を基に代替値を算定 
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８.２  計画の進行管理 

立地適正化計画は、おおむね５年ごとに計画に記載した誘導施策の実施状況について確
認・検証・評価を行い、計画の進捗状況や妥当性を精査・検証していきます。 

また、その結果は都市計画審議会に報告をしつつ、誘導施策の充実・強化等について随時
検討を行うとともに、必要に応じて、計画を改善することにより、見直しを行っていきます。 

計画の具体的な進行管理は、市民・事業者・行政が様々な視点から評価を行いながら、計
画の更なる改善に向けた段階的・継続的な取組みが必要となることから、計画策定（Plan）
後の誘導施策の展開（Do）を受け、その後の目標値および効果を評価（Check）し、必要に
応じて見直す（Action）といった、「PDCA サイクル」により、計画の管理と質の確保を図り
ます。 

なお、都市機能および居住の各誘導区域の見直しにあたっては、事務局で見直しの必要性
について検討したうえで、その内容を客観的に判断するため、秋田市都市計画審議会に見直
しの要否を諮ることとします。 

 
《P：計画》 

➢都市機能および居住誘導区域の設定   ➢誘導施設および施策の設定 

➢目標値および効果の設定        ➢必要に応じた計画の見直し 

《D：実践》 

➢誘導施策の展開            ➢進捗状況のモニタリング 

《C：評価》 

➢目標値および効果の確認・検証・評価  ➢課題の確認（既存課題・新たな課題） 

《A：見直し》 

➢誘導施設および施策の見直し 

図８-２ ＰＤＣＡサイクルの概念図 

 
 

「PDCA サイクル」の実効性を高めるためには、計画段階において、評価の考え方を明確
化する必要があります。 

本計画は、次に示す評価の考え方に基づき、「評価：Check」を的確に実施していきます。 
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評価の考え方 

PDCA サイクルにおける「評価（Check）」は、前章で設定した誘導施策の分類ごとに、「①
誘導施策の実施状況（アウトプット）」および「②個々の施策展開によってもたらされる効果
（アウトカム）」の視点から、おおむね５年ごとに評価を実施します。 

また、誘導施設に位置付けない動向把握施設を含め、施設立地の立地状況を継続的に把握
します。 

 
《誘導施策の分類》 

①都市機能誘導区域内に誘導施設を維持・誘導するための施策 
②居住誘導区域内に居住を誘導するための施策 
③居住誘導区域外に係る施策 
④公共交通に係る施策 

 
《「施策展開によってもたらされる効果」に係る評価の考え方》 

①都市機能誘導区域内に誘導施設を維持・誘導するための施策 

都市機能誘導区域内に誘導施設を維持・誘導するための施策の評価は、「民間による
公的不動産の活用件数」や「都市機能誘導区域内における低未利用地の面積割合」な
ど、個々の誘導施設を維持・誘導することによってもたらされる効果を視点とし、評
価を実施します。 

 
②居住誘導区域内に居住を誘導するための施策 

居住誘導区域内に居住を誘導するための施策の評価は、「市外からの転入世帯のう
ち、居住誘導区域内を選択した世帯の割合」や「市内での転居世帯のうち、居住誘導
区域内を選択した世帯の割合」、「空き家率」など、居住を誘導することによってもた
らされる効果を視点とし、評価を実施します。 

 
③居住誘導区域外に係る施策 

居住誘導区域外に係る施策の評価は、「居住誘導区域外人口の変動率」や「市外から
の居住誘導区域外への転入者数」など、居住誘導区域外で持続的なコミュニティの維
持等に係る施策の展開によってもたらされる効果を視点とし、評価を実施します。 

 
④公共交通に係る施策 

公共交通に係る施策の評価は、「公共交通路線の徒歩利用圏内人口密度」や「運転免
許証返納率」など、公共交通の利用促進・利便性向上に係る施策の展開によってもた
らされる効果を視点とし、評価を実施します。 

  


